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(単位  千円)

競 輪 事 業 17,041,700 17,923,900 △ 882,200

国 民 健 康 保 険 28,250,600 28,579,000 △ 328,400

食肉センター食肉市場 535,200 510,300 24,900

土 地 区 画 整 理 事 業 811,400 903,100 △ 91,700

住宅新築資金等貸付事業 15,400 57,600 △ 42,200

老 人 保 健 医 療 90,000 202,500 △ 112,500

公 共 用 地 取 得 事 業 1,309,920 1,340,742 △ 30,822

農 業 集 落 排 水 事 業 414,800 456,600 △ 41,800

介 護 保 険 15,676,500 15,540,700 135,800

後 期 高 齢 者 医 療 4,300,100 4,102,600 197,500

計 68,445,620 69,617,042 △ 1,171,422

水 道 事 業 9,836,112 11,282,118 △ 1,446,006

市 立 四 日 市 病 院 事 業 19,379,808 18,495,051 884,757

下 水 道 事 業 22,304,430 26,638,397 △ 4,333,967

計 51,520,350 56,415,566 △ 4,895,216

33,300 32,600 700

219,140,270 223,447,208 △ 4,306,938

(A)

× 100(%)

(B)会     計     名 予算額(A)

平 成 22 年 度 会 計 別 予 算

区        分 平成22年度 平成21年度 差引増減額
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(単位  千円)

① 市 税 57,959,600 61,144,400 △ 3,184,800 58.5

２． 地 方 譲 与 税 1,180,001 1,333,000 △ 152,999 1.2

３． 利 子 割 交 付 金 160,000 263,000 △ 103,000 0.2

４． 配 当 割 交 付 金 80,000 118,000 △ 38,000 0.1

５． 株式等譲渡所得割交付金 23,000 23,000 0 0.0

６． 地 方 消 費税交付金 2,800,000 3,127,000 △ 327,000 2.8

７． ゴルフ場利用税交付金 90,000 90,000 0 0.1

８． 自動車取得税交付金 300,001 440,000 △ 139,999 0.2

９． 地 方 特 例 交 付 金 597,000 668,000 △ 71,000 0.6

１０．地 方 交 付 税 1,090,000 1,040,000 50,000 1.1

　　うち普通交付税 830,000 780,000 50,000 0.8

１1．交通安全対策特別交付金 75,480 74,000 1,480 0.1

⑫ 分 担 金 及び負担金 1,164,052 1,313,577 △ 149,525 1.2

⑬ 使 用 料 及び手数料 2,176,808 2,246,609 △ 69,801 2.2

１4．国 庫 支 出 金 12,445,952 8,444,411 4,001,541 12.6

１5．県 支 出 金 5,636,994 4,784,396 852,598 5.7

⑯ 財 産 収 入 134,406 190,836 △ 56,430 0.1

⑰ 寄 附 金 12,701 8,761 3,940 0.0

⑱ 繰 入 金 1,531,770 544,246 987,524 1.5

⑲ 繰 越 金 1,000,246 900,359 99,887 1.0

⑳ 諸 収 入 4,865,489 5,523,105 △ 657,616 4.9

　　うち臨時財政対策債 3,300,000 2,909,000 391,000 3.3

　　○付数字は自主財源
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【款別の主な増減（歳入）】 （単位：千円）

平成21年度予算額 平成22年度予算額 増減

分担金及び負担金
保育所負担金 1,221,867 ⇒ 1,053,340 ( △ 168,527 )
北勢地方卸売市場関係事業費負担金 0 ⇒ 13,769 ( 13,769 )

使用料及び手数料
霊園使用料 77,959 ⇒ 95,490 ( 17,531 )
ごみ処理手数料 567,000 ⇒ 538,000 ( △ 29,000 )
幼稚園使用料 123,196 ⇒ 88,374 ( △ 34,822 )

国庫支出金
子ども手当給付費負担金 0 ⇒ 4,861,860 ( 4,861,860 )
児童手当支給費負担金 1,163,898 ⇒ 195,693 ( △ 968,205 )
生活保護費負担金 3,779,391 ⇒ 4,079,580 ( 300,189 )
障害者自立支援法給付費負担金 955,487 ⇒ 1,170,043 ( 214,556 )
循環型社会形成推進交付金 0 ⇒ 29,792 ( 29,792 )
地域活力基盤創造交付金 456,500 ⇒ 184,250 ( △ 272,250 )
公園事業費補助金 32,000 ⇒ 57,000 ( 25,000 )

県支出金
基幹統計調査費委託金 28,613 ⇒ 138,613 ( 110,000 )
障害者自立支援法給付費負担金 477,741 ⇒ 585,020 ( 107,279 )
安心こども基金保育基盤整備事業補助金 0 ⇒ 127,032 ( 127,032 )
子ども手当給付費負担金 0 ⇒ 689,070 ( 689,070 )
児童手当支給費負担金 650,834 ⇒ 109,049 ( △ 541,785 )
緊急雇用創出事業臨時特例交付金 0 ⇒ 167,431 ( 167,431 )
グリーンニューディール基金補助金 0 ⇒ 50,000 ( 50,000 )

財産収入
不動産売払収入 56,001 ⇒ 17,753 ( △ 38,248 )

寄附金
ふるさと応援寄附金 0 ⇒ 5,000 ( 5,000 )

繰入金
財政調整基金繰入金 0 ⇒ 838,000 ( 838,000 )
職員退職手当基金繰入金 500,000 ⇒ 571,280 ( 71,280 )

諸収入

土地開発公社貸付金元利収入 500,000 ⇒ 136,817 ( △ 363,183 )
資源売却収入 98,000 ⇒ 32,600 ( △ 65,400 )
ごみ処理料（朝日、川越二町） 107,950 ⇒ 86,625 ( △ 21,325 )
中小企業振興資金融資預託金元利収入 1,974,650 ⇒ 1,940,000 ( △ 34,650 )
学校給食地場農畜産物利用拡大事業費 0 ⇒ 31,500 ( 31,500 )
北勢公設地方卸売市場組合事務受託費 498,746 ⇒ 0 ( △ 498,746 )
埋蔵文化財発掘調査受託費 105,776 ⇒ 29,443 ( △ 76,333 )
競輪事業特別会計繰入金 100,000 ⇒ 500,000 ( 400,000 )

市債
ごみ処理施設整備事業資金 0 ⇒ 288,000 ( 288,000 )
道路整備事業資金 279,000 ⇒ 364,500 ( 85,500 )
橋梁整備事業資金 297,300 ⇒ 13,400 ( △ 283,900 )
街路築造事業資金 396,900 ⇒ 519,700 ( 122,800 )
消防施設設備整備事業資金 158,000 ⇒ 9,900 ( △ 148,100 )
社会教育施設整備事業資金 0 ⇒ 248,700 ( 248,700 )
臨時財政対策資金 2,909,000 ⇒ 3,300,000 ( 391,000 )
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(単位  千円)

１． 議 会 費 620,658 641,978 △ 21,320 0.6 0.7

２． 総 務 費 12,428,321 12,288,178 140,143 12.5 12.6

３． 民 生 費 32,495,482 27,193,557 5,301,925 32.8 27.9

４． 衛 生 費 9,206,685 8,897,288 309,397 9.3 9.1

５． 労 働 費 51,531 52,946 △ 1,415 0.1 0.1

６． 農林水産業費 1,461,199 2,366,663 △ 905,464 1.5 2.4

７． 商 工 費 3,273,268 3,489,001 △ 215,733 3.3 3.6

８． 土 木 費 15,954,207 17,764,869 △ 1,810,662 16.1 18.3

９． 消 防 費 3,190,271 3,446,055 △ 255,784 3.2 3.5

１０．教 育 費 8,745,278 8,482,001 263,277 8.8 8.7

１１．公 債 費 11,614,100 12,659,464 △ 1,045,364 11.7 13.0

１２．予 備 費 100,000 100,000 0 0.1 0.1

予算額(A)

100.01,759,000 101.8

平成22年度

101.1

119.5

103.5

(A) - (B) (B)

平 成 22 年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 （ 歳 出 ）

       区        分 平成22年度 平成21年度 差引増減額 (A) 構 成 比 率 (%)

×100(%)

 款        別 予算額(B)

歳     出     合     計

100.0

97,382,00099,141,000

平成21年度

100.0

92.6

103.1

91.7

97.3

61.7

93.8

89.8

96.7
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【款別の主な増減（歳出）】 （単位：千円）

平成21年度予算額 平成22年度予算額 増減

総務費
退職手当 2,317,000 ⇒ 2,602,319 ( 285,319 )
行政内部のＩＴ化事業費 100,208 ⇒ 34,845 ( △ 65,363 )
基幹統計調査費 28,538 ⇒ 138,613 ( 110,075 )
文化会館施設整備事業費 70,980 ⇒ 160,000 ( 89,020 )

民生費
子ども手当 0 ⇒ 6,240,000 ( 6,240,000 )
児童手当 2,465,570 ⇒ 413,795 ( △ 2,051,775 )
保育所民営化推進事業費 100,392 ⇒ 700 ( △ 99,692 )
障害者介護給付費 1,613,002 ⇒ 1,971,579 ( 358,577 )
保育所整備事業費 30,027 ⇒ 205,747 ( 175,720 )
民間保育所整備事業費 0 ⇒ 186,000 ( 186,000 )
扶助費（生活保護費） 5,033,000 ⇒ 5,433,000 ( 400,000 )

衛生費
新総合ごみ処理施設整備事業費 11,164 ⇒ 397,241 ( 386,077 )
清掃工場管理運営費 964,377 ⇒ 876,553 ( △ 87,824 )
病院事業費負担金 351,015 ⇒ 424,426 ( 73,411 )

農林水産業費
地域水産物供給基盤整備事業費 87,200 ⇒ 0 ( △ 87,200 )
北勢公設地方卸売市場組合負担金 214,360 ⇒ 0 ( △ 214,360 )
北勢公設地方卸売市場組合施設整備事務受託事業費 498,746 ⇒ 0 ( △ 498,746 )

商工費
中小企業振興資金融資預託金 1,974,650 ⇒ 1,940,000 ( △ 34,650 )
民間研究所立地奨励金交付事業費 144,000 ⇒ 100,500 ( △ 43,500 )
企業立地奨励金交付事業費 614,000 ⇒ 534,000 ( △ 80,000 )
レジャー施設運営費補助金 46,000 ⇒ 74,200 ( 28,200 )

土木費
地方特定道路整備事業費 150,000 ⇒ 260,000 ( 110,000 )
連続立体交差事業負担金 17,500 ⇒ 375,000 ( 357,500 )
四日市港管理組合負担金 1,597,873 ⇒ 1,691,382 ( 93,509 )
道路新設改良単独事業費 146,588 ⇒ 55,500 ( △ 91,088 )
石原南五味塚線（磯津橋）橋梁整備事業費 240,000 ⇒ 0 ( △ 240,000 )
地域活力基盤創造交付金事業費（橋梁） 80,000 ⇒ 15,000 ( △ 65,000 )
地域活力基盤創造交付金事業費（街路） 430,000 ⇒ 0 ( △ 430,000 )
下水道企業会計負担金・補助金 7,773,000 ⇒ 6,893,000 ( △ 880,000 )

消防費
消防車両購入費 291,000 ⇒ 135,514 ( △ 155,486 )

教育費
久留倍史跡整備事業費 25,442 ⇒ 313,380 ( 287,938 )
泊山小学校増築事業 3,037 ⇒ 203,758 ( 200,721 )
中学校給食事業費 188,146 ⇒ 320,733 ( 132,587 )
給食調理業務委託費 109,477 ⇒ 218,999 ( 109,522 )
給食施設整備事業 106,564 ⇒ 0 ( △ 106,564 )
大規模改造整備事業費（小学校） 187,000 ⇒ 0 ( △ 187,000 )
バリアフリー化施設整備費（小学校） 0 ⇒ 100,700 ( 100,700 )

公債費
地方債元金償還金 10,827,905 ⇒ 9,790,297 ( △ 1,037,608 )
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（単位   千円)　

本　年　度 前　年　度

予　算　額 国 庫 支 出 金県 支 出 金地 方 債
使用料及び手
数 料

そ の 他一 般 財 源 一 般 財 源

１． 議 会 費 620,658 343 620,315 641,828 0.9 0.9

２． 総 務 費 12,428,321 24,500 1,022,704 367,600 182,180 742,733 10,088,604 10,279,106 14.4 14.2

３． 民 生 費 32,495,482 11,766,544 3,998,070 3,157 1,384,729 15,342,982 14,794,631 21.9 20.4

４． 衛 生 費 9,206,685 125,355 142,309 297,400 934,375 1,067,701 6,639,545 6,522,371 9.5 9.0

５． 労 働 費 51,531 266 1,000 50,265 51,679 0.1 0.1

６． 農林水産業費 1,461,199 64,972 257 129,816 1,266,154 1,546,118 1.8 2.1

７． 商 工 費 3,273,268 13,039 2,046,773 1,213,456 1,424,228 1.7 2.0

８． 土 木 費 15,954,207 345,334 39,491 1,336,100 583,650 90,327 13,559,305 14,868,937 19.3 20.5

９． 消 防 費 3,190,271 142,078 9,900 79,254 295,072 2,663,967 2,774,236 3.8 3.8

１０． 教 育 費 8,745,278 184,219 214,331 506,500 127,279 190,830 7,522,119 7,668,869 10.7 10.6

１１． 公 債 費 11,614,100 184,970 300,588 11,128,542 11,797,081 15.8 16.3

１２． 予 備 費 100,000 100,000 100,000 0.1 0.1

99,141,000 12,445,952 5,636,994 2,517,500 2,095,388 6,249,912 70,195,254 72,469,084 100.0 100.0

3,300,000 81,420 2,458,752 △ 5,840,172 △ 4,148,684

99,141,000 12,445,952 5,636,994 5,817,500 2,176,808 8,708,664 64,355,082 68,320,400

6
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歳      出      予      算      款      別     財      源      内      訳      表

款　　　　　別
一般財源投入率  (%)左            の            財   源　　　　　　内　　　　　　訳

本年度 前年度

構成比については端数処理のため合計が合わない場合があります

計

歳入振替項目

総　　　　　　計

                                    



  (単位   千円)

予 算 額 (A) 一般財源(B) 予 算 額 (C) 一般財源(D) (A) - (C) (B) - (D)

１． 18,447,718 16,036,681 18,419,610 16,027,119 28,108 100.2 9,562 100.1 18.6 22.8 18.9 22.1

（１） 738,279 727,571 661,506 651,367 76,773 111.6 76,204 111.7 0.8 1.0 0.7 0.9

（２） 7,965,923 6,734,149 8,114,263 6,991,814 △ 148,340 98.2 △ 257,665 96.3 8.0 9.6 8.3 9.6

（３） 4,285,261 3,845,601 4,954,354 4,441,274 △ 669,093 86.5 △ 595,673 86.6 4.3 5.5 5.1 6.1

（４） 2,983,000 2,410,435 2,790,000 2,286,560 193,000 106.9 123,875 105.4 3.0 3.4 2.9 3.2

（５） 7,066 7,066 7,066 7,066 0 100.0 0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（６） 2,468,189 2,311,859 1,892,421 1,649,038 575,768 130.4 662,821 140.2 2.5 3.3 1.9 2.3

２． 12,879,306 10,897,406 13,029,526 10,808,114 △ 150,220 98.8 89,292 100.8 13.0 15.5 13.4 14.9

３． 1,481,888 819,468 1,625,379 1,036,995 △ 143,491 91.2 △ 217,527 79.0 1.5 1.2 1.7 1.4

４． 20,465,539 5,371,403 15,324,504 5,076,161 5,141,035 133.5 295,242 105.8 20.6 7.7 15.7 7.0

５． 14,977,465 13,576,152 15,903,743 14,649,591 △ 926,278 94.2 △ 1,073,439 92.7 15.1 19.3 16.3 20.2

６． 2,490,065 488,584 2,541,078 481,109 △ 51,013 98.0 7,475 101.6 2.5 0.7 2.6 0.7

７． 524,252 112,300 535,994 116,260 △ 11,742 97.8 △ 3,960 96.6 0.5 0.2 0.6 0.2

８． 7,900,832 6,806,520 8,216,381 7,142,397 △ 315,549 96.2 △ 335,877 95.3 8.0 9.7 8.4 9.9

９． 11,614,100 11,128,542 12,659,464 11,797,081 △ 1,045,364 91.7 △ 668,539 94.3 11.7 15.9 13.0 16.3

１０． 8,259,618 4,858,198 9,026,030 5,234,257 △ 766,412 91.5 △ 376,059 92.8 8.3 6.9 9.3 7.2

（１） 7,855,743 4,829,823 8,973,155 5,216,382 △ 1,117,412 87.5 △ 386,559 92.6 8.0 6.9 9.2 7.2

イ、補 助 1,861,904 424,709 1,285,914 196,705 575,990 144.8 228,004 215.9 1.9 0.6 1.3 0.3

ロ、単 独 5,993,839 4,405,114 7,687,241 5,019,677 △ 1,693,402 78.0 △ 614,563 87.8 6.1 6.3 7.9 6.9

（２） 0 0

イ、補 助 0 0

ロ、単 独 0 0

（３） 0 0

イ、補 助 0 0

ロ、単 独 0 0

（４） 403,875 28,375 52,875 17,875 351,000 763.8 10,500 158.7 0.4 0.0 0.1 0.0

１１． 100,217 100,000 100,291 100,000 △ 74 99.9 0 100.0 0.1 0.1 0.1 0.1

99,141,000 70,195,254 97,382,000 72,469,084 1,759,000 101.8 △ 2,273,830 96.9 100.0 100.0 100.0 100.0

※構成比については、四捨五入しておりますので合計が合わない場合があります。
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 歳    出    予    算    性    質    別    目    的    別    分    類    表

予 備 費

繰 出 金

公 債 費

投 資 的 経 費

普 通 建 設 事 業

扶 助 費

補 助 費 等

投資・出資金・貸付金

積 立 金

合    　 　   計

災 害 復 旧 事 業

失 業 対 策 事 業

県営事業負担金

恩 給 退 職 年 金

そ の 他

物 件 費

維 持 補 修 費

基 本 給

区　　　　　分

そ の 他 の 手 当

退 職 手 当

(A)/(C)×100 (%) (B)/(D)×100 (%)

人 件 費

報 酬

予 算 額 一般財源

本    年    度 前    年    度

予 算 額 一般財源

   構   成   比    率    (%)

一    般    財    源
本       年       度 前       年       度

予     算     額

比                        較



一 般 会 計 歳 入 歳 出

市 税 市 債 繰 入 金繰入金 公 債 費 地方債年 繰 出 金

税収 普通 特別 発行額 市　債 ３基金 競　輪 度末残高

比率 依存度 補　助 単　独

平成 ％ ％  実績  実績 ％ 実績 ％ 実績

88,012,300 2.2 45,720,000 52.0 - 850,921 8,786,200 10.0 3,108,000 300,000 7,366,140 8.4 68,139,476 20,857,103 6,233,614 14,473,851 8,544,711

91,952,800 4.5 47,794,000 52.0 - 897,915 9,573,900 10.4 2,900,000 0 7,499,239 8.2 76,704,095 22,571,833 6,917,095 15,511,417 8,671,542

94,337,200 2.6 48,511,700 51.4 - 951,334 13,814,300 14.7 1,090,120 50,000 7,889,890 8.4 89,283,768 23,714,303 6,947,530 16,729,274 8,907,190

94,917,000 0.6 53,613,680 56.5 - 980,457 10,425,900 11.0 700,000 20,000 8,815,769 9.3 99,938,335 22,358,602 4,789,663 17,539,125 9,254,338

91,013,000  △ 4.1 52,890,100 58.1 - 1,079,724 6,460,200 7.1 2,470,000 50,000 9,759,014 10.7 105,489,490 16,663,239 4,384,578 12,234,355 9,736,790

90,900,000  △ 0.1 52,202,800 57.4 2,348,319 1,215,065 5,299,300 5.8 1,692,000 50,000 10,322,312 11.4 106,062,498 13,739,059 5,857,512 7,827,935 10,218,412

93,280,000 2.6 50,140,900 53.8 3,042,159 1,288,142 5,868,500 6.3 2,908,000 50,000 11,402,980 12.2 105,427,282 13,757,572 4,660,986 8,470,905 11,993,916

95,760,000 2.7 51,120,000 53.4 2,988,761 1,236,052 8,382,800 8.7 2,840,000 50,000 11,635,219 12.2 105,328,737 15,957,660 5,532,111 9,865,564 12,115,049

94,580,000  △ 1.2 49,616,000 52.4 4,100,304 1,183,361 8,394,200 8.9 3,175,000 10,000 12,484,540 13.2 104,684,936 13,142,840 1,999,812 10,322,178 5,068,066

90,990,000  △ 3.8 47,339,000 52.0 3,974,549 1,105,390 9,451,300 10.4 2,600,000 50,000 12,343,622 13.6 104,476,960 10,305,917 1,359,639 8,529,628 5,439,030

95,980,000 5.5 48,305,000 50.3 2,039,446 1,105,338 13,373,200 13.9 1,445,000 100,000 18,557,091 19.3 105,425,611 9,605,201 2,007,201 7,521,250 5,762,733

93,290,000 △ 2.8 50,395,300 54.0 2,769,273 1,162,118 8,782,500 9.4 180,000 0 12,733,510 13.6 102,599,283 11,515,480 3,504,972 7,853,883 6,397,305

95,400,000 2.3 53,605,700 56.2 786,908 1,045,152 8,468,700 8.9 1,130,000 0 12,836,604 13.5 100,338,490 12,976,803 2,792,118 10,084,376 6,621,011

98,138,000 2.9 58,053,600 59.2 807,954 799,504 7,947,500 8.1 300,000 0 12,620,315 12.9 98,296,307 12,525,578 2,371,154 9,819,624 6,710,597

99,848,000 1.7 63,244,700 63.3 385,604 783,864 6,004,900 6.0 0 0 12,959,925 13.0 98,828,006 11,163,501 1,733,390 9,430,111 7,932,841

97,382,000 △ 2.5 61,144,400 62.8 780,000 260,000 5,105,300 5.2 0 100,000 12,659,464 13.0 94,077,050 8,973,155 1,285,914 7,687,241 8,216,381

99,141,000 1.8 57,959,600 58.5 830,000 260,000 5,817,500 5.9 849,041 500,000 11,614,100 11.7 90,104,253 7,855,743 1,861,904 5,993,839 7,900,832
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22

21

19

20

18

10

11

6

7

（単位　:千円）

年度

地 方 交 付 税 投  資  的  経  費

伸び率 構成比
うち普通建設事業費

8

9

17

16

12

13

14

15



　　　　　　　（単位　千円）

税目 調定見込額
収納率
見込％

本年度当初予算
計上額（Ａ）

前年度当初予算
計上額（B）

（Ａ）　  100
×

（Ｂ）　　 ％

市税 60,693,851 95.5 57,959,600 61,144,400 94.8

　 １．市民税　 23,281,343 92.5 21,534,600 24,513,800 87.8

       一個人 18,929,241 91.0 17,217,100 18,902,500 91.1

     　　 イ、現年度分 17,419,879 96.8 16,862,400 18,601,400 90.7

      所　得　割 16,961,408 96.8 16,418,600 18,151,400 90.5

      均　等　割 458,471 96.8 443,800 450,000 98.6

           ロ、繰越分 1,509,362 23.5 354,700 301,100 117.8

   　　二法人 4,352,102 99.2 4,317,500 5,611,300 76.9

     　　 イ、現年度分 4,325,102 99.7 4,312,100 5,604,800 76.9

       法 人 税 割 3,325,102 99.7 3,315,100 4,606,800 72.0

       均   等   割    

1,000,000 99.7 997,000 998,000 99.9

           ロ、繰越分 27,000 20.0 5,400 6,500 83.1

　 ２．固定資産税 31,840,710 97.3 30,971,800 31,645,700 97.9

　　　 一固定資産税 31,803,510 97.3 30,934,600 31,611,100 97.9

     　　 イ、現年度分 31,039,196 99.0 30,739,700 31,409,800 97.9

       土　 地　 分 8,808,638 98.4 8,667,700 8,836,900 98.1

       家　 屋 　分 9,088,516 98.4 8,943,100 8,631,300 103.6

       償却資産分 13,142,042 99.9 13,128,900 13,941,600 94.2

           ロ、繰越分 764,314 25.5 194,900 201,300 96.8

　　　 二国有資産等所在

　　　　　市町村交付金

37,200 100.0 37,200 34,600 107.5

     　　 イ、現年度分 37,200 100.0 37,200 34,600 107.5

　　　交   付   金 37,200 100.0 37,200 34,600 107.5

 　３．軽自動車税 558,162 92.4 516,000 501,100 103.0

     　　 イ、現年度分 106,219(台) 　1,000(円)

～7,200（円） 523,814 97.0 508,100 493,600 102.9

           ロ、繰越分 34,348 23.0 7,900 7,500 105.3

　 ４．市たばこ税

1,878,100 100.0 1,878,100 1,960,300 95.8

　 ５．入湯税 　　　　　日帰り 1人 80円

　　　　　宿　泊 1人1泊 150円 400 100.0 400 500 80.0

　 ６．事業所税 402,415 99.4 400,000 - 皆増

     　　 イ、現年度分 402,415 99.4 400,000 - 皆増

      資　産　割 382,294 99.4 380,000 - 皆増

      従 業 者 割 20,121 99.4 20,000 - 皆増

　 ７．都市計画税 2,732,721 97.3 2,658,700 2,523,000 105.4

     　　 イ、現年度分 2,669,192 99.0 2,642,500 2,504,800 105.5

       土　 地　 分 1,485,354 99.0 1,470,500 1,414,400 104.0

       家　 屋 　分 1,183,838 99.0 1,172,000 1,090,400 107.5

           ロ、繰越分 63,529 25.5 16,200 18,200 89.0
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平 成 ２ ２ 年 度 税 収 入 予 算 資 料

税　率　等

154,543(人)

6%

13.5%

(万円）

　５、１２、１３

１５、１６、４０

3,000（円）

8,527（社）

４１、１７５、３００

 

 

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

旧　3,298円/千本
新　4,618円/千本

旧　1,564円/千本
新　2,190円/千本

600円/㎡

0.25%

0.2％

0.2％



　　　　　　　　（単位　千円）

税目 調定見込額
収納見
込率％

本年度予算
計上額（Ａ）

前年度予算
計上額（B）

（Ａ）　  100
×

（Ｂ）　　 ％

地方譲与税 1,180,001 100.0 1,180,001 1,333,000 88.5

　 １．地方揮発油譲与税 240,000 100.0 240,000 156,800 153.1

　 ２．自動車重量譲与税 640,000 100.0 640,000 771,000 83.0

　 ３．地方道路譲与税 1 100.0 1 93,200 0.0

　 ４．特別とん譲与税 300,000 100.0 300,000 312,000 96.2

利子割交付金 160,000 100.0 160,000 263,000 60.8

　 利子割交付金 160,000 100.0 160,000 263,000 60.8

配当割交付金 80,000 100.0 80,000 118,000 67.8

　 配当割交付金 80,000 100.0 80,000 118,000 67.8

株式等譲渡所得割交付金 23,000 100.0 23,000 23,000 100.0

株式等譲渡所得割交付金 23,000 100.0 23,000 23,000 100.0

地方消費税交付金 2,800,000 100.0 2,800,000 3,127,000 89.5

地 方 消 費 税 交 付 金 2,800,000 100.0 2,800,000 3,127,000 89.5

ゴルフ場利用税交付金 90,000 100.0 90,000 90,000 100.0

ゴルフ場利用税交付金 90,000 100.0 90,000 90,000 100.0

自動車取得税交付金 300,001 100.0 300,001 440,000 68.2

自動車取得税交付金 300,001 100.0 300,001 440,000 68.2

地方特例交付金 597,000 100.0 597,000 668,000 89.4

地 方 特 例 交 付 金 597,000 100.0 597,000 418,000 142.8

特 別 交 付 金 0 100.0 0 250,000 0.0
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税　率　等

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

平 成 22 年 度 末 平 成 22 年 度 末

残 高 見 込 残 高 見 込

桜運動広場整備基金 19,844 中小企業振興基金 4,507

土地開発公社経営健全化基金 3,675,698 広域基幹道路整備基金 994,144

国際交流基金 107,128 緑化基金 168,503

文化振興基金 214,394 市営住宅整備基金 503,151

財政調整基金 2,312,101 学校施設整備基金 882,771

都市基盤・公共施設等整備基金 326,344 小菅科学教育振興基金 27,375

減債基金 332,570 土地開発基金 1,151,154

まちづくり事業基金 1,978,110 競輪事業財政調整基金 1,506,936

社会福祉事業振興基金 415,504 国民健康保険支払準備基金 1,501,541

災害救助基金 108,323 東橋北住環境整備基金 3,335

廃棄物処理施設整備基金 464,265 介護保険給付費支払準備基金 956,230

市立四日市病院整備基金 1,010,970 介護従事者処遇改善臨時特例基金 43,231

ふるさと・水と土保全基金 15,268

基 金 の 状 況

基　金　名 基　金　名



（決算ベース）
（単位　千円）

平成21年度 平成21年度 平成22年度
（12月補正後） （決算見込） （当初予算）

100.6% 97.2% 98.5% 97.2% 98.6% 100.4% 104.8% 102.5% 111.7% 105.1% 97.5% 96.6% 94.6%

54,651,840 53,104,170 52,310,758 50,839,465 50,133,200 50,317,982 52,724,859 54,045,765 60,367,262 63,419,685 61,844,779 61,242,227 57,959,600

97.2% 95.2% 97.1% 98.7% 93.6% 97.1% 106.1% 109.5% 122.9% 103.2% 99.4% 100.1% 90.4%
15,576,141 14,822,715 14,389,736 14,204,296 13,294,067 12,907,800 13,696,359 14,990,751 18,430,530 19,024,242 18,902,500 19,051,200 17,217,100

87.7% 103.7% 104.9% 84.7% 122.2% 108.8% 126.8% 126.3% 114.3% 88.1% 74.0% 52.8% 107.8%
4,868,823 5,051,204 5,296,663 4,487,950 5,485,014 5,967,750 7,568,809 7,537,684 8,613,826 7,587,180 5,611,300 4,004,200 4,317,500
104.6% 96.6% 98.0% 98.6% 97.4% 100.1% 100.1% 100.3% 107.0% 112.4% 102.1% 104.9% 93.3%

28,816,683 27,845,859 27,293,990 26,899,992 26,199,571 26,221,424 26,253,016 26,337,518 28,169,484 31,667,015 32,346,079 33,204,097 30,971,800
104.6% 皆増

28,816,683 400,000

103.5% 96.3% 105.9% 96.0% 104.9% 141.5% 126.5% 145.2% 40.0% 98.4% 93.0% 88.2% 93.0%

1,363,067 1,312,385 1,389,423 1,334,308 1,400,068 1,981,641 2,506,349 3,640,316 1,457,335 1,433,430 1,333,000 1,263,581 1,180,001

115.3% 464.0% 98.7% 28.8% 70.5% 98.1% 58.5% 71.9% 129.2% 107.5% 105.3% 79.5% 80.6%

468,528 2,174,040 2,145,652 617,784 435,386 426,981 249,861 179,703 232,175 249,672 263,000 198,586 160,000

皆増 151.5% 148.9% 115.5% 44.3% 115.2% 75.5% 103.5%

88,672 134,296 200,027 231,081 102,432 118,000 77,321 80,000

皆増 227.1% 93.0% 89.4% 19.9% 65.6% 107.0% 61.3%

93,516 212,386 197,566 176,535 35,051 23,000 37,505 23,000

92.9% 103.1% 92.7% 91.3% 107.4% 109.0% 92.4% 104.0% 98.3% 94.2% 111.1% 108.1% 92.0%

3,093,121 3,189,836 2,955,812 2,699,183 2,900,256 3,162,038 2,922,551 3,040,440 2,989,911 2,815,636 3,127,000 3,042,632 2,800,000

100.7% 103.9% 103.5% 95.2% 98.0% 96.8% 98.8% 96.0% 102.2% 97.1% 92.7% 95.3% 97.3%

106,263 110,445 114,287 108,754 106,614 103,217 101,969 97,842 99,947 97,054 90,000 92,510 90,000

93.6% 18.9% 17.6% 皆減

59,414 11,207 1,978

97.9% 98.3% 94.4% 94.8% 107.2% 102.1% 100.3% 99.0% 94.0% 90.4% 67.9% 53.4% 86.7%

798,108 784,199 740,568 701,758 752,335 768,479 770,963 762,890 717,325 648,213 440,000 345,849 300,001

皆増 136.3% 102.8% 96.6% 99.6% 101.4% 101.8% 90.9% 25.3% 170.1% 102.2% 102.2% 86.0%

1,245,994 1,698,909 1,747,237 1,687,946 1,681,143 1,705,436 1,736,681 1,578,349 399,135 679,061 694,124 694,124 597,000

222.3% 117.3% 95.3% 119.4% 94.7% 66.8% 98.9% 46.6% 87.7% 72.8% 92.9% 92.9% 100.4%

4,711,899 5,526,255 5,267,926 6,290,170 5,954,225 3,976,031 3,931,391 1,832,060 1,607,458 1,169,468 1,085,917 1,085,917 1,090,000

376.6% 122.0% 95.1% 128.1% 94.7% 58.8% 100.6% 28.4% 102.7% 47.7% 214.2% 214.2% 100.5%
3,326,420 4,058,554 3,859,379 4,942,661 4,681,823 2,753,891 2,769,273 786,908 807,954 385,604 825,917 825,917 830,000
112.0% 105.9% 96.0% 95.7% 94.4% 96.0% 95.1% 89.9% 76.5% 98.4% 33.2% 33.2% 100.0%

1,385,479 1,467,701 1,408,547 1,347,509 1,272,402 1,222,140 1,162,118 1,045,152 799,504 783,864 260,000 260,000 260,000

※　平成１６年度までについては、旧四日市市と旧楠町の決算額の合計 上段は対前年度比
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平成20年度平成18年度

自 動 車 取 得 税 交 付 金

特別地方消費税交付金

地 方 消 費 税 交 付 金

平成16年度

配 当 割 交 付 金

ゴルフ場利用税交付金

市 税

う ち 個 人 市 民 税

株式等譲渡所得割交付金

う ち 事 業 所 税

地 方 譲 与 税

う ち 固 定 資 産 税

利 子 割 交 付 金

う ち 法 人 市 民 税

う ち 特 別 交 付 税

う ち 普 通 交 付 税

地 方 交 付 税

地 方 特 例 交 付 金

年　　　　　度 平成19年度平成17年度

市税等の推移

平成14年度 平成15年度平成13年度平成11年度 平成12年度



地　方　債　年　度　末 　現　在　高　の　推　移　　　（過去の決算額に楠町分を含む）
(単位   千円)

105,425,611 102,599,283 100,338,490 98,296,307 98,828,006 94,077,050 9,790,297 1,813,803 11,604,100 5,817,500 90,104,253

うち減税補てん債
（ 借換債含む ）

11,515,586 11,366,740 11,078,711 10,153,447 9,185,099 8,172,276 1,054,494 108,202 1,162,696 7,117,782

うち臨時財政対策
債

11,592,700 14,365,675 16,803,350 18,719,501 20,288,656 22,961,203 1,009,518 273,797 1,283,315 3,300,000 25,251,685

土地区画整理事業 4,588,744 4,399,074 4,077,107 3,736,457 3,307,943 2,882,653 382,631 53,091 435,722 2,500,022

住宅新築資金等
貸 付 事 業

217,561 160,701 115,448 94,709 78,302 33,658 5,284 1,597 6,881 28,374

公共用地取得事業 5,411,024 8,619,030 8,176,966 7,630,702 6,867,138 5,629,084 1,225,503 84,417 1,309,920 4,403,581

463,100 563,100 609,505 589,421 567,815 539,188 34,262 6,775 41,037 504,926

116,106,041 116,341,188 113,317,515 110,347,596 109,649,204 103,161,633 11,437,977 1,959,683 13,397,660 5,817,500 97,541,156

うち合併特例債
（基金造成含む）

523,000 2,052,100 4,547,200 8,305,200 10,485,714 11,428,136 647,227 157,191 804,418 1,312,800 12,093,709

収
益

125,835 75,703 25,301

1,747,392 1,749,747 1,783,229 1,735,359 1,742,604 1,654,158 114,854 28,879 143,733 12,000 1,551,304

（※14年度以降については、四日市市分は公営企業会計で計上）

1,757,867 1,864,438 1,975,703 1,987,183 1,946,148 2,014,505 67,053 42,122 109,175 106,000 2,053,452

3,505,259 3,614,185 3,758,932 3,722,542 3,688,752 3,668,663 181,907 71,001 252,908 118,000 3,604,756

21,620,128 21,375,797 21,197,872 19,483,177 17,526,743 17,401,447 636,588 443,871 1,080,459 600,000 17,364,859

2,978,137 2,627,307 2,817,649 3,744,942 3,539,494 3,138,977 856,100 31,528 887,628 842,700 3,125,577

104,125,263 103,002,712 101,600,715 100,258,068 97,689,452 96,944,614 5,171,259 2,424,046 7,595,305 3,088,900 94,862,255

128,723,528 127,005,816 125,616,236 123,486,187 118,755,689 117,485,038 6,663,947 2,899,445 9,563,392 4,531,600 115,352,691

463,100 563,100 609,505 589,421 567,815 539,188 34,262 6,775 41,037 504,926

247,997,563 246,473,792 242,108,479 236,966,904 231,525,830 223,776,146 18,249,569 4,923,354 23,172,923 10,467,100 215,993,677

16 17

特

別

会

計

（都市下水路分）

重複分

市立四日市病院事
業

下 水 道 事 業

計

合       計

公

営

企

業
計

水 道 事 業

一  般  会  計

普

通

会

計

準
公
営
企
業

計

農業集落排水事業

競 輪 事 業 会 計

食 肉 セ ン タ ー
食 肉 市 場 事 業

公 共 下 水 道 事 業

残高
19決算

償還元金
16決算 18決算17決算

22　当　初　予　算

区  分

年   度

発行額償還利子 元利合計
20決算 21見込



（単位：千円、％）

部　局 Ａ Ｂ Ａ－Ｂ　　　Ｃ Ｃ／Ｂ×100

155,116 159,150 △ 4,034 △ 2.5

3,800,816 3,569,705 231,111 6.5

6,415,224 6,252,838 162,386 2.6

21,637,757 22,796,465 △ 1,158,708 △ 5.1

1,562,467 1,573,435 △ 10,968 △ 0.7

107,223 134,030 △ 26,807 △ 20.0

25,693,404 20,391,448 5,301,956 26.0

2,413,874 2,573,777 △ 159,903 △ 6.2

4,302,939 5,418,683 △ 1,115,744 △ 20.6

5,668,215 5,496,635 171,580 3.1

6,623,170 7,546,955 △ 923,785 △ 12.2

27,271 28,153 △ 882 △ 3.1

620,658 647,978 △ 27,320 △ 4.2

144,758 116,327 28,431 24.4

92,126 93,063 △ 937 △ 1.0

8,464,080 8,165,373 298,707 3.7

3,189,211 3,443,297 △ 254,086 △ 7.4

上 下 水 道 局 7,149,568 8,030,440 △ 880,872 △ 11.0

市 立 四 日 市 病 院 1,073,123 944,248 128,875 13.6

99,141,000 97,382,000 1,759,000 1.8

一般会計歳出予算【部局別】

楠 総 合 支 所

合　　　　　　計

監 査 事 務 局

教 育 委 員 会

消 防 本 部

市 民 文 化 部

政 策 推 進 部

総 務 部

都 市 整 備 部

増減額 伸率区　分 21年度当初

健 康 部

危 機 管 理 監

企
業
会
計
に
対
す
る

補

助

費

等

財 政 経 営 部

22年度当初

会 計 管 理 室

議 会 事 務 局

選 挙 管 理 委 員 会

福 祉 部

商 工 農 水 部

環 境 部

18
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危 機 管 理 監 
 
新年度予算における基本的な方針 

近い将来に、発生すると想定されている東南海地震、及び南海地震などへの
地震防災対策をはじめ、市民の生命と財産を災害などから守るための「安全と
安心の確保」は、市の最重点課題の一つであり、さまざまな取組を推進してい
く必要がある。そのため、引き続き、地域における自主的な防災活動への支援、
木造住宅の耐震化の促進を図る。 
従来の自然災害を含めて、多様化する危機に対して、市全体としての危機対
応力を強化していくため危機管理体制の整備を進める。 
 

１．防災対策の推進及び危機管理体制の整備について 

 東南海地震及び南海地震などへの地震防災対策として、これまで実施してき
た木造住宅の無料耐震診断、補強計画策定補助、耐震補強補助等を継続して実
施する。また、市民の積極的な防災活動を支援するため、自主防災組織を活動
の主体として位置付け、防災資機材の助成などによって地域の主体的な取り組
みを推進するとともに、市民総ぐるみ総合防災訓練を実施して、市民の防災力
の向上を図る。 
また、危機が発生した場合に、それらに効果的・効率的に対処し、市民生活
への被害や影響を最小限度にとどめることができるようにしていくために、「危
機管理指針」の運用を通して、実効性のある全庁的な危機管理体制の整備とそ
の機能の強化を図る。 
 
【主な事業】  耐震化促進事業        ７２，０００千円 
        自主防災組織活性化事業    ３１，３０５千円 
             

部局別予算説明資料 
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１． 目的 
  地震等の大規模災害に対応するため「自らの命は自らが守る」という防災対策の基
本に立ち、市民の自助努力や地域連携による共助が行われやすいように自主防災組織
の活動支援を行い、市民による自助・共助の推進を図る。 
 
２． 内容  

 ○地区防災組織活動補助･･･地区連合自主防災組織が実施する防災訓練・防災啓発等
に要した経費の全額および防災資機材や設備の整備に要した経費の 1/2 の額を補
助。 

○自主防災組織結成補助･･･新規に自主防災組織を結成した場合に、防災資機材の整
備に要した経費について補助。 

 
３． 予算額 ３１，３０５千円  （財源内訳）一般財源 ３１，３０５千円 
（前年度 ３３，７５０千円） 
 
 

○自主防災組織の結成総数 

区   分 H18 H19 H20 H21 

地区防災組織 25 29 29 29 

自主防災組織 649 658 667 672 

 
 
 
 

 

 

              
             

担当 危機管理監 危機管理室 
村田 

   ℡ ３５４－８１１９ 

自主防災組織活性化事業 
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１．目的 

 大規模地震から市民の尊い命と財産を守るため、国土交通省「住宅・建築物安全ス
トック形成事業制度」や三重県「三重県木造住宅耐震診断費等事業費補助事業」、「三
重県木造住宅耐震補強補助事業」などを活用し、住宅・建築物の耐震化を支援する。 
 また、「緊急雇用創出事業」の活用により啓発員を雇用し、戸別訪問による無料耐震
診断受診の促進や地震対策の啓発を引き続き行う。 
 
２．内容 

○木造住宅無料耐震診断･･･昭和 56 年の建築基準法改正前に着工された木造軸組工法
（在来工法）の住宅について、無料耐震診断を引き続き実施する。（410戸） 
○木造住宅耐震補強計画策定費補助金･･･木造住宅の耐震診断受診者が耐震補強工事
を行うための補強計画策定費に対する補助を継続して実施する。（60戸） 
○木造住宅耐震補強工事費補助金･･･木造住宅の耐震診断受診者が耐震補強工事を行
う際に、その費用の一部に対する補助を継続して実施する。（耐震補強工事費補助
35戸、準耐震補強工事費補助1戸） 
○木造住宅除却工事費補助金･･･老朽化が著しく耐震補強が困難な住宅について、隣接
する避難路及び他の住宅等に影響を及ぼすと認められる場合に、その除却に必要な
経費の一部を助成する。（30戸） 
○家具転倒防止金具取付事業･･･災害時要援護者宅での家具への転倒防止金具の無償
取り付けを引き続き実施する。（70戸） 
（新）耐震シェルター設置費補助金･･･平成２２年度から災害時要援護者が耐震シェル
ターを設置する際に、その費用の一部を助成する事業を実施する。（5戸） 
 
３．予算額  ７２，０００千円   （財源内訳）県支出金   ４３，４９５千円 
  （前年度 ７０，１００千円）        一般財源   ２８，５０５千円 
○過去の実績 

区     分 H17 H18 H19 H20 H21 
（見込み） 

木造住宅耐震診断 560戸 290戸 403戸 214戸 450戸 

耐震補強計画作成 ― 73戸 66戸 63戸 51戸 

木造住宅耐震補強 39戸 46戸 37戸 32戸 40戸 

木造住宅準耐震補強 ― 11戸 9戸 9戸 0戸 

除却工事費補助 ― 11戸 13戸 5戸 31戸 

                   

住宅・建物耐震化支援事業 

担当 危機管理監 危機管理室 
内糸 

   ℡３５４－８１１９ 
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政 策 推 進 部 
 
新年度予算における基本的な方針 

一昨年秋からの世界的な経済不況により、本市を取り巻く経済環境は厳しく、法人
市民税など、市税収入が激減している。平成 22 年度以降においても、厳しい財政状
況が続くと予測されることから、「選択と集中」により施策の重点化を図りながら、
持続可能なまちづくりを目指して着実な取り組みを展開していく。 
現行の総合計画は平成 22 年度をもって終了することから、新たな総合計画を、人
口減少社会、少子高齢社会の本格的到来など、社会構造の大きな変化に的確に対応し
ていけるよう、また、市民、事業者、行政が一体となり、都市経営の観点から取り組
んでいけるように策定し、四日市市の夢のあるまちづくりに向けた明確な将来像を打
ち出していく。 
また、中核市への移行に向けて、懸案となっている大矢知・平津事案など産業廃棄
物問題の解決に向けた市の取り組みを着実に行い、中核市にふさわしい組織運営や、
地方分権時代に即した広域連携のあり方等を具体的に整理、検討する。 
広報広聴については、市政アンケートなどにより、市民ニーズの的確な把握に努め
るとともに、各種の情報媒体を十分活用して効果的な情報発信に努める。 
また、東京事務所においては、首都圏での情報収集により一層尽力するとともに、

さまざまな機会をとらえて、四日市のシティセールスを積極的に展開していく。 

  
１．新総合計画の策定等について 

平成２３年度からの新総合計画については、今後の社会構造の変化を的確にとらえ、
既成市街地や既存ストックの有効活用、公共交通機関の維持・充実、少子高齢社会へ
の対応など、10 年後も持続可能な四日市の都市像を明確に描いた計画となるよう、全
部局が一丸となって取り組み、市民が誇りを持てるまちづくりを目指す。 
総合計画の策定にあたっては、１０年間の基本構想・基本計画の策定とともに、平
成２３～２５年度の３年間を計画期間とする実施計画もあわせて策定する。 
なお、現行の総合計画にかかる第２次行政経営戦略プランについては、次期総合
計画の策定に合わせ、最終年度を１年間延長し、計画期間を平成 22 年度までとす
る。 
【主な事業】  総合計画推進事業費         １１，８７０千円 

 
２．四日市港の整備促進について 

本市の産業発展を支えるとともに、市民に親しまれる港湾空間も提供している四日
市港の更なる整備・充実を図るため、「四日市港長期構想」に基づく「港湾計画」の
実効性のある改定に向け、積極的な取り組みを行うとともに、臨港道路霞４号幹線な
どの重要事業の整備促進や、ポートセールスなどの集荷対策をより一層強化していく。 
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また、中部国際空港への海上アクセス運航事業については、経済情勢を見極め、
事業者公募に向けた前提条件の整理などに取り組み、今後の方向を明確にしていく。 
【主な事業】  四日市港管理組合負担金        １,６９１，３８２千円 
        海上アクセスターミナル関連施設経費    ４２，６３０千円 
 
３．広報施策の推進について 

広報紙をはじめインターネット、ケーブルテレビ、ＦＭラジオなどの各種広報媒
体を有効活用して、市政や施策に関する情報を市民にわかりやすく提供し、市民の
市政への理解を深めるとともに、開かれた市政を推進する。 
また、広報紙や市政情報番組に、市民の声を十分反映させ、市政への参画を促す
よう努めるとともに、報道機関への効果的な情報提供に努める。 
【主な事業】 広報刊行物発行費          ７３，３３４千円 
        外国語情報発信事業費         １，４１２千円 

情報発信事業費            ２０，５００千円 
 
４．広聴施策の推進について 

「市政アンケート」を実施し、市政全般に対する市民の意識や要望などを的確に
把握する。また、パソコンや携帯電話の電子メールを利用した「市政ごいけんばん」
では、迅速に市民意見を把握する。アンケート等で把握した意見や要望は、具体的
な施策に反映させていけるよう努める。また、広報活動との連携も十分図っていく。 
【主な事業】 市政アンケート事業経費      １，７１０千円 
       市政ごいけんばん事業経費          ３４５千円 

 
５．シティセールスの推進について 

  東京において四日市市の物産ＰＲイベント等を開催し、本市のまちづくりや地元
産品の紹介等に努めていく。 
また、本市の地域活性化及び都市イメージ向上に資するよう、首都圏において各
分野で活躍されている本市ゆかりの方を、各種情報収集や発信などを担うアドバイ
ザーとして委嘱するとともに、本市出身者や本市に関係の深い方々などを積極的に
活用した首都圏発の四日市の魅力発信にも努める。 
【主な事業】 シティセールス推進事業費      ５，０６６千円
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１．目的                                 
総合計画は、長期的な展望に立って本市の目指すべき将来像を描くとともに、その
実現に向けて総合的かつ計画的なまちづくりのあり方を示すものである。 
  近年、本市を取り巻く状況は、人口減少時代への突入、少子高齢化の進行、環境問
題、情報化の進展、市民活動の活発化等大きく変化しており、これらの大きな流れの
中で、都市経営の視点に立った行政運営を行いつつ、将来ともに持続可能なまちづく
りを行っていくための明確なビジョンと戦略的な計画を策定することがより一層重要
となっている。 
今後の社会構造の変化を的確に捉え、都市経営という視点に立ち、新たな時代への
対応を確固たるものとし、元気・魅力・安心を備えた四日市市の夢のあるまちづくり
の実現に向けて、市民、各種団体、企業等の方々の意見も十分踏まえ、新たな四日市
市総合計画を策定する。 
  なお、リーマンショックに端を発する世界的経済不況の影響もあり、ここ数年、本
市の財政運営は大変厳しくなるものと予測しており、計画策定に当たっては、「最小の
経費で最大の効果を上げること」並びに「選択と集中による重点施策の展開」といっ
た観点から取り組む。 
 
２．内容  
 (1) 総合計画策定経費 
総合計画策定にあたっては、「土地利用・環境」「産業・市民活動」「交通・港湾・防
災」「健康・医療・福祉・人権」「文化・スポーツ・生涯学習・教育」の５つの分野に
分けて、部局横断的な政策課題に対応できるよう、具体的な解決策などの検討を実施
していく。なお、策定段階においては、学識経験者及び市民で構成する策定委員会や、
市議会での意見を十分いただきながら、それらを反映したものとし、パブリックコメ
ントも２回実施していく予定である。 
平成 23 年度を初年度とする 10 年間の基本構想・基本計画については、本年度の１
２月議会での審議に向けて計画的に進めていく。なお、平成23～25年度の3年間を計
画期間とする実施計画も夏頃より策定する予定である。 
 
(2) 総合計画推進経費（周知・啓発） 
  策定した計画の実効性を高めるために、市民、各種団体、企業等の方々に策定段階
から周知・啓発していくことが重要であり、概要版の作成やシンポジウムの開催等を
行う。 
３．予算額    １１，８７０千円  （財源内訳）一般財源１１，８７０千円  
      （前年度 ０千円）  
 

 

 

新総合計画策定事業 

担当 政策推進部 政策推進課 
     荒木、加藤 
℡ 354-8112 
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１．目的                                 
   首都圏からの四日市の魅力発信や地元産品の宣伝を行うため、積極的に

情報発信に努めるとともに、四日市市ゆかりの人材を活かしてシティセー
ルスアドバイザーを委嘱し、本市の地域活性化や都市のイメージ向上に取
り組んでいく。 

 
 
２．内容  

(1) シティプロモーション事業    ３,０００千円 
２１年度に引き続き、東京において四日市市の物産ＰＲイベントを開催
するなど、さまざまな機会を捉えて、本市のまちづくりや地元産品の紹介
等に努めていく。 

 
 
 (2)シティセールスアドバイザー事業  ２,０６６千円 

 東京事務所の立地とネットワークを活かし、首都圏において各分野で活
躍されている本市ゆかりの方を地域活性化アドバイザーとして委嘱し、産
業の高度化や活性化、文化・芸術のまちづくり、環境モデル都市づくりな
ど、本市の地域活性化並びに都市イメージ向上に資するアドバイスを頂き、
市の各種施策に反映していく。 

 
 

３．予算額     

５，０６６千円   （財源内訳）一般財源 ５，０６６千円 
 （前年度   ０千円） 

  
 
 
 

シティセールス推進事業 

担当 政策推進部 東京事務所 
     水谷 
℡ 03-3263-3038 
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総  務  部 
新年度予算における基本的な方針    

一人ひとりの人権が尊重されるまちを目指し、人権・同和行政についての各

種の答申を踏まえた施策の推進を図るとともに、よっかいち人権施策推進プラ

ンに掲げた施策に取り組む。 

また、公正かつ効率的な行政運営を推進するため、法務管理、文書管理や入

札契約制度、工事検査などの各種の内部管理業務を適切に執行する。 

人事管理面では、市民と行政が一体となってまちづくりを進める協働の時代

に対応した多様な研修を行い、市民の視点に立って高い職務遂行能力を発揮で

きる職員の養成を図る。 

情報管理面では、電子自治体への取組みを進め、市民窓口を支援する住民情

報システム機器の更新を行うなど、より迅速かつ確実なシステム運用を図り、

市民の利便性向上に資する。 
 

１．人権施策の推進について 

平成 16 年 3 月の四日市市同和対策委員会からの答申「今後の同和行政のあ

り方について」や平成 19 年 8 月の四日市市同和行政推進審議会からの答申「今

後の同和行政のあり方について（答申）の具体化を図るための仕組みについて」

など、各種の答申を踏まえた施策の推進を図る。また、平成 17 年 3 月に策定

した「よっかいち人権施策推進プラン」に基づく各事業に取り組むとともに、

同プランの見直しを図る。 

さらに、地域における人権教育・啓発・学習の拠点である人権プラザの利便

性、安全性の向上を図るため、耐震工事を含めた施設改修を行い、市民利用を

促進する。 
  【主な事業】 各地区人権・同和教育推進事業         ７，５３０千円 

人権のまちづくり事業                ４，９００千円 
        人権リーダー養成講座（人権大学）       １，６９３千円 

人権フェスティバル事業          ２，１００千円 
   人権活動拠点施設整備事業        ３７，３４４千円 
 

２．職員研修の充実について 

地方分権の進展など行政課題へ適切に対応するとともに、職場の活性化と市民

から信頼される職員の育成を目指し、職員の各階層に応じて職務遂行能力を高

めるための階層別研修を実施するほか、特別研修（実務・専門研修）では、コ

ンプライアンス研修、市民満足度向上研修などを実施し、職員の法令遵守意識
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の向上や意識改革を進める。また、団塊の世代の職員の大量退職に伴い、市民

サービスの低下を招くことのないよう、専門性が求められる技術系職員の知識、

技能、技術力等の向上を図るため研修内容の充実を図る。さらに、派遣研修で

は、自治大学校、市町村アカデミー、技術系職員研修機関等の外部教育機関へ

職員を派遣し、職員の資質の向上を図っていく。 
【主な事業】  階層別研修費              ８，０９８千円 

        特別研修費                ２，７２１千円 

派遣研修費                      ７，９０８千円 

 

３．情報化の推進について 

住民情報システムなどの市民窓口を支援するシステムや公共施設の施設予

約システムなど、市民の利便性向上に資する各種システムや、行政内部の事

務効率化を図る行政内部システムの保守運用管理を行い、システムの安定運

用を図る。 

平成 22 年度は住民情報システム機器の更新を行い、より迅速かつ確実なシ

ステム運用の維持に努める。 
【主な事業】   窓口支援システム保守運用経費     １８２，８０５千円 

         行政内部システム IT 基盤整備事業  ３１６，３１４千円 

行政サービスの IT 化事業       ２６，６６５千円 

行政内部システム IT 化事業費     ３４，８４５千円 

 

４．国勢調査の実施 

国勢調査は、日本国内の人口、世帯、就業者からみた産業構造などの状況を

地域別に明らかにするために実施される国の最も基本的な統計調査で、５年周

期で実施されており、平成 22 年度はその実施年であるとともに、10 年に一度

の大規模調査年にあたる。 

本市では、約 2,200 名の市民に統計調査員を依頼して実施する。 
【主な事業】  基幹統計調査費            １３８，６１３千円 

 

５．入札契約制度について 

  公共工事の入札契約制度については、各種の取り組みを実施するとともに、

制度改正に伴う事後検証を行い、競争性及び客観性の確保並びに透明性の向

上を図る。 

また、平成 17 年４月に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法

律」の趣旨に基づき、平成 20 年度から試行している総合評価方式を引き続き

試行する。 
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６．工事検査について 

  「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が平成１７年４月１日に施行

され４年が経過するが、発注者の責務として工事中及び完成時の施工状況の

確認及び評価を適切に実施することがより一層求められている。このため、

施工途中における監督員の段階確認を確実に実施するよう指導に努め、適正

な履行を確認するための工事検査を行うとともに、請負者の技術能力を測る

指標のひとつとして、履行状況について適切な評価を与える。 

  なお、埋め戻し等によって不可視となる部分等について随時検査を実施し

ているが、品質確保の観点から指導を行う等、より充実した内容とする。 
 

７．参議院議員選挙の執行及び統一地方選挙の執行準備について 

平成 22 年 7 月に任期満了となる参議院議員選挙を適正に執行する。 

また、平成 23 年 4 月に執行予定の県知事選挙、県議会議員選挙及び市議会

議員選挙に向けた準備を行う。 
【主な事業】 参議院議員選挙費           ６２，８４８千円 

県知事選挙費             １８，８９５千円 

県議会議員選挙費           １２，４９２千円 

市議会議員選挙費           １３，７９６千円 
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１．目的 

   各地区の人権・同和教育推進協議会等は、積極的に社会人権教育を展開してお
り、現在進めている「人権の視点によるまちづくり」においても、そのさまざまな
活動はたいへん有効である。さらなる人権教育の充実と実践力の向上を図るため、
引き続き委託業務を実施し、地域での自主的な人権啓発活動を支援する。 

 

２．内容 

 （１）各地区人権協、各ブロックの活動 
○組織運営及び教育・啓発・広報活動 
委員・役員・地域住民の学習会・研修会への参加、町・団体の懇談会など
の学習活動・啓発活動 ほか 

 （２）複数の地区人権協、複数のブロックの活動 
○広域啓発・交流活動 

     人権イベント、人権の広場、人権フェスティバル、人権文化事業、広域講
演会 など 

   ○調査・研究活動 
     教材作成、人材育成（連続リーダー育成講座など）、組織運営改革などが他

地区のモデルとなる事業 
 

   対 象 対象条件 
業務委託額 
（申請により） 

各単位人権協 全地区    ２０万円以内 

ブロック単位 
規約を持っているブロック協議会又は代表
の協議会 

   １２万円以内 

各単位人権協又
はブロック単位 

広域啓発・交流事業及び調査・研究事業    ３０万円以内 

 
３．予算額  ７，５３０千円    （財源内訳）一般財源 ７，５３０千円 
 （前年度  ７，２００千円） 
 

 

 

 

 

各地区人権・同和教育推進事業 

担当 総務部 人権センター 
  清水 

   ℡：３５４－８６０９ 
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前回調査結果  人口 ：３０３，８４５人 
(平成１７年度) 世帯数：１１２，１０８世
帯 

 

 
 
１．目的 

  国勢調査は、日本国内の人口、世帯、就業者からみた産業構造などの状況を地域別
に明らかにするために実施される、国の最も基本的な統計調査で、５年周期で実施さ
れており、平成２２年度はその実施年にあたる。また、１０年周期で行なわれる大規
模調査年にもあたる。 

 
２．内容 

  国勢調査は、平成２２年１０月１日を基準日に、国からの受託事業として実施する
統計調査である。本市では、約２,３００の調査区に対し、約２，２００名の市民に
統計調査員を依頼して実施する。 

  なお、近年の個人情報保護意識の高まり、調査への理解や協力意識の低下、また不
在世帯や接触困難な世帯が増加するなどの調査環境の変化から、今回より調査票を封
筒に封入して提出する方法が導入される。さらに調査票の回収が円滑に進むよう郵送
による提出も可能となる見込みである。 
これらのことから、調査票回収後の開封及び審査事務が調査員を経由しなくなるた

め、従来とは作業の流れが大きく異なるとともに、膨大な作業量が市側に発生するこ
とが見込まれる。これらに対応するために運用方針を立て、全庁的な協力体制を要請
するなどにより、円滑に調査事務を遂行する。 

 
３．予算額 １３８，６１３千円  （財源内訳）県支出金  １３８，６１３千円 
    （前年度  ２８，５３８千円） 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

担当 総務部 ＩＴ推進課 
   林 武士 
   ℡ ３５４－８１２６ 

国勢調査 
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財 政 経 営 部 
 
新年度予算における基本的な方針 

平成２３年度から始まる新総合計画の実施計画にあわせて、その下支えとして
新総合計画の計画期間である１０カ年の「長期財政収支見通し」を策定するとと
もに、健全で持続可能な財政運営を推進していくため、これまでのフローとスト
ックの両面から財政の実態を把握することを基本とし、平成２０年度決算から本
格実施となった財政健全化法の健全化判断比率や公会計制度改革による財務諸表
の分析を行う中で新たな財政指標を定め、財政規律の堅持に努める。 
また、財源の確保を図るため、市税については、市民負担の公平性の観点から、

収納率の向上を図り、納税者に税制度の十分な理解が得られるよう周知・広報を
行うとともに、課税対象者の的確な把握に努め、公平かつ適正な課税を行う。さ
らに引き続き滞納対策の強化に取り組むことによって、累積滞納額の削減に努め
る。市税以外については、広告収入の拡大、印刷物の有料化、保有資産の活用や
売却の推進など、あらゆる分野において財源の確保と拡大に努める。 
８月に課税を開始する事業所税については、課税開始に向けての作業を進め、

課税開始後は、適正な課税を図っていく。 
 
１．健全な財政運営の推進について 

新総合計画の計画年度との整合を図ることから、「第２次行政経営戦略プラン
（平成１９年度～平成２１年度）」の計画期間を１年間延長したことを受け、現在
の財政プランに掲げた目標値を見直すとともにその達成を目指す。 
また、平成２３年度の予算編成においては、厳しい経済情勢の中にあって、次

期総合計画の実施計画を実効あるものとするため、これまでとおり「選択と集中」
による施策の展開を図るとともに、行財政改革を着実に推進することを基本とし、
予算編成方針を定める。 
 
【主な事業】 財政管理経費          ４，０５４千円 

 
２．行財政改革等の推進について 

平成２３年度から始まる新総合計画の実施計画にあわせて、その下支えとして
行財政改革を推進していく。 
また、今後の公共施設のあり方の検討を行うために、公共施設のコストとスト

ック情報を調査分析した公共施設マネジメント白書の策定を行うとともに、指定
管理者制度については、平成 23年度指定更新の施設について公募を実施し、加え
て、指定管理者のモニタリングを十分行う中で、今後の制度の方向性を検討する。 
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【主な事業】 行財政改革推進費           １１，９９３千円 
（内（新）公共施設マネジメント白書策定費 １０，０００千円） 

 

３．事業所税課税について 
  ８月の課税開始に向け、商工会議所等と連携しつつ、事業者に対する周知や申
告説明を行うとともに、事業者からの各種照会・相談に迅速に対応し、課税開始
となる８月以後においては、事業者からの申告受付と内容確認作業を進め、適正
な課税を図っていく。 
 
 【主な事業】 事業所税賦課事務費          ３，４７１千円 
 

４．収納体制の見直しについて 
市税の収納業務に加え、国民健康保険料、保育所負担金、介護保険料等の各種

料金の滞納事案を集約し、徴収事務の効率化を図るとともに、滞納世帯の情報を
より集約した形で管理し、相談機能の充実につなげるため、「納税課」を「収納推
進課」に改組して滞納整理事務の体制強化を図る。 

 
５．市税収納の強化について 

個人市県民税の滞納の増加に対する対策として、平成２１年度に引き続き、三
重県及び県内全市町が連携して、特別徴収をしていない事業所に対し、「特別徴収
への切り替え」を働きかけていく。 
また、昨年度から開始した軽自動車税のコンビニ収納について、利用率の普及

拡大に努め、納期内納付率の向上を図る。 
 

６．独自ナンバープレートの製作について 
市民の四日市市への愛着を醸成するとともに、情報発信やＰＲをしていくきっ

かけとするため、地域色豊かな本市独自の形状・デザインのナンバープレートを
新たに導入する。形状・デザインは、平成２１年度に公募により決定し、２２年
度においてナンバープレートを製作し交付する。 

 
 【主な事業】 軽自動車税賦課事務費        １０，６３０千円 

（内 （新）ナンバープレート製作費   ２，９０４千円） 
 
７．市有財産の活用について 

普通財産については貸付等の利活用を積極的に推進するとともに、巡視や賃借
人への立ち入り調査、指導等により適正な管理に努める。 
行政財産についても適正な施設管理に努めるとともに広告収入等の財源の確保

に努める。 
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１．課税について 
  四日市市は、平成１７年に楠町との合併により人口が３０万人以上となり、合
併から５年後の平成２２年２月に事業所税の課税団体の政令指定を受けた。 

  課税の開始時期は政令の指定を受けてから６か月後の月の初日と定められてい
るため、平成２２年８月１日から課税を開始する。 

 
２．内容 
  事業所の床面積に応じて課税される資産割と従業者の給与総額に応じて課税さ
れる従業者割があり、いずれかの課税要件を満たせば申告・納税の対象となる。 

 
区 分 資 産 割 従 業 者 割 

課 税 標 準 事業年度末（個人の場合は年
末）現在の事業所等の床面積

事業年度中（個人の場合は年間）の
従業者（役員を含む）への支払給与
総額 

納税義務者 
四日市市内にある事業所等の
床面積が 1,000 ㎡を超える法
人または個人 

四日市市内にある事業所内の従業
者が 100人を超える法人または個人

税 率 床面積 1㎡につき 600円 従業者への給与支払総額の 0.25％ 

申告・納付
期 限 

法人は事業年度終了の日から 2か月以内 
個人は翌年の３月１５日まで 

  
○ 平成２２年 8月決算の法人から順次申告・納税を行う。 

 ○ 予想される課税対象事業者数 
平成２２年度 約２４０者 

（平成２３年度 約７５０者） 
 

３．平成２２年度歳入予算   ４億円 
（平成２３年度収入見込  ２７億円） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

担当 財政経営部事業所税推進室
伊藤 

℡ 340－0293 

（新）事業所税課税 
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１．目的 

地域色豊かな四日市市らしさを感じる独自のナンバープレートを作成すること
により、市民の四日市市への愛着を育て、また情報発信やＰＲをしていくための
きっかけとする。 
 

２．内容 
（１）平成２１年度に市民などからの公募により決定した本市独自の形状・デザ

インのナンバープレートを製作するための経費の支出 
    以下の５色を製作 

○白色：原動機付自転車(排気量が５０㏄以下のもの) 
○黄色：   〃   (排気量が５０㏄を超え９０㏄以下のもの) 
○桃色：   〃   (排気量が９０㏄を超え１２５㏄以下のもの) 
○水色：ミニカー 
○緑色：小型特殊自動車(農耕作業用及びその他のもの) 

 
（２）ナンバープレートの交付 

    平成２２年８月頃から交付予定 
 
３．予算額  ２，９０４千円     （財源内訳）一般財源  ２，９０４千円 
（前年度      ０千円） 
 
 

他市の事例：愛媛県松山市  
（小説『坂の上の雲』にちなんで「雲をイメージした形」） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

（新）独自ナンバープレートの製作 

担当 財政経営部市民税課 
     森本 
     ℡ ３５４－８１３３
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市 民 文 化 部 
 

新年度予算における基本的な方針 

   市民一人ひとりの「幸せの成長率」を高め、活力のある個性豊かな地域社会の
実現を目指し、市民がお互いの人権を尊重しながらその個性と能力を十分発揮で

きるような環境づくりを推進する。そして、市民・市民団体等と協働・連携を図

りながら、市民生活に潤いと豊かさをもたらす文化の向上を目指したさまざまな

取り組みや市民への支援を行っていく。 

  市民主体の地域社会づくりの拠点として市民ニーズに即した施設として地区市

民センターについては、地域と行政との役割分担を明確にし、かつ効率的な運営

を図っていく。 

  そして、市民によるさまざまな地域活動に対する支援については、市民や市民

団体の発掘・育成を図り市民活動の活性化を促進し、より一層地域に根ざした制

度となるよう検討・協議を進める。 

  また、市民の主体的な文化活動や生涯学習活動を促進するため、四日市市文化

会館及び茶室の指定管理者の自主事業への充実や、市民大学（一般クラス・熟年

クラス）をはじめ生涯学習に関する市民への情報提供などにも積極的に取り組ん

でいく。 

  併せて、日常生活や市民に身近なところで、全市的に男女共同参画意識が広が

るように、市民、地域団体、事業者と協力・連携して、男女共同参画社会の実現

に向けて施策の展開を図る。 

さらに、外国人市民との共生による地域づくりを目指して、笹川地区を外国人

集住におけるモデルとして課題解決に向けて地域団体とともに進め、これらの取

り組みを全市域における多文化共生社会の実現につなげていく。 

  
１．地域社会づくりについて 

市民主体の地域社会づくりを推進し、市民一人ひとりの地域活動への参加を

促進するため、地域社会づくり総合事業費補助金をはじめ、市民活動団体の発

掘・育成のための「個性あるまちづくり支援事業」などにより積極的に市民活

動を支援する。 

また、退職後の団塊の世代など、地域で暮らす多様な技能を持つ人材を有効

活用するため、地域の課題解決に向けたニーズと人材のマッチングを行う活動

を支援する。 

さらに、市民協働の推進に向けては、「まちづくりパートナー会議」におい

て、市民、市民活動団体、行政が対等な立場で市民活動の促進について議論し、
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市職員をはじめ市民の市民協働に関する意識のより一層の高揚に努める。 

 

 【主な事業】個性あるまちづくり支援事業       １４,２６３千円 

まちづくり人材マッチング事業補助金    １,５００千円 

      地域社会づくり総合事業費補助金      ８１,０３０千円 

地区市民センター住民運営推進事業      ６６,２９２千円 

集会所建設費補助金             ２５,０００千円         

      

２．安全なまちづくりについて 

  子どもの見守り活動をはじめ、住民による自主防犯活動が活発化する中、

団体間のネットワーク組織として自主防犯活動団体と３警察署により「四日

市市地域防犯協議会」を組織し、情報共有を図りながら犯罪抑止に向けた活

動を行っている。本年度も引き続き、「個性あるまちづくり支援事業（防犯枠・

子ども見守り枠）」の積極的な活用を呼びかけるなどして、自主防犯活動団体

の拡充を図り、全市的な視点から安全・安心なまちづくりを推進する。 

 

【主な事業】個性あるまちづくり支援事業（防犯枠・子ども見守り枠） 

                           ４,０００千円 

                                 （１４,２６３千円のうち再掲） 

防犯外灯新設維持費補助金          ８５,０００千円 

 
３．文化振興について 

「四日市市文化振興ビジョン」を踏まえて、引き続き実施計画を具体的に進

める会議（「四日市市文化行政総合企画調整会議」・「四日市市文化振興に関す

る市民会議」）を有効に開催し、文化行政の全庁的な展開を図る。また、文化

振興基金を活用し、民間の文化施設で行われる優れた芸術・文化事業や、市民

が開催する全市文化事業・地区文化事業に対する支援を行う。さらに、市民の

文化活動の中心でもある文化会館については、指定管理者と連携を図りながら

市民サービスの向上に努めるとともに、老朽化した設備の更新工事等を計画的

に行い、市民により安心して快適に使っていただけるような環境整備を行って

いく。 

中心市街地の空き店舗を活用し、市民文化活動の発表や体験、交流の場とし

て、平成 21 年度に開設した「文化の駅メインステーション」に引き続き助成

を行うとともに、メインステーションを補完する場として「文化の駅サテライ

トステーション」を位置づけ、「文化の駅ローカルステーション」の登録を進

める中で、文化の力でまちににぎわいを創出する。 



37 

【主な事業】 文化会館施設整備事業        １６０,０００千円 

      文化会館等管理運営委託費      ２２１,９４７千円 

   文化の駅推進事業費         １０,３８２千円 

 

４．生涯学習活動支援について 

市民への学習機会提供事業として市民大学を市民企画によるものも含めて

開催するほか、民間を含めた各種学習情報および生涯学習に利用可能な公共施

設情報をホームページに掲載するなど、生涯学習活動支援を積極的に行う。 

また、各地区市民センター講座については、地域に身近な課題を把握し、地

域住民のニーズに対応できるように、住民との協働による企画運営をさらに進

めていく。 

 

【主な事業】 市民大学一般クラス経費           ２,１９１千円 

      市民大学熟年クラス経費       ２,３１７千円 

      地区市民センター生涯学習事業費   ４,７２４千円 

                        

５．市民相談・消費生活相談事業について 

安全・安心な市民生活が送れるよう、日常生活上の問題や消費生活トラブ

ルに関する相談に応じ、市民が自主的に解決できるよう支援する。そのため、

弁護士など専門家による特別市民相談の体制充実も図っていく。また、消費

生活の出前講座などを実施し、消費者被害の未然防止にも努める。 

 

【主な事業】  市民相談室運営費               ２,１６０千円 

消費生活相談事業費          ７,８１１千円 

 

６．窓口サービスの効率化について 

戸籍や住所異動の届出受付、戸籍や住民票の証明発行などの窓口業務につい

て、個人情報を正確かつ安全に管理し、市民の視点に立ったサービスの提供と、

効率的な窓口業務を行う。 

 

【主な事業】  戸籍住民基本台帳事務費          ９６，９９５千円 

市民窓口サービスセンター運営費    ４，０５６千円 

 

７．男女共同参画の推進について 

男女共同参画審議会・市民さんかく会議・男女共同参画推進庁内調整会議

等との調整を図りながら、庁内外において男女共同参画プランよっかいちに
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掲げている男女共同参画施策を展開する。その施策を具体的に進めるため、

実施計画を作成し、プランの進捗状況管理を行う。 

また、市民協働の観点からさんかくカレッジを市民グループへの委託によ

り事業を進めるとともに、男女共同参画アドバイザー（市民ボランティア）

等による市民啓発や結婚、出産等で離職した女性への再就職支援（セミナー

の開催）、男性向け講座等を実施する。 

 

【主な事業】 男女共同参画推進事業          １,３０７千円 

      男女共同参画センター事業        ７,６６５千円 

 

８．多文化共生社会づくりの推進について 

  日本で生活する上で必要な行政情報等を外国人市民に正確に伝えるため、

引き続き生活オリエンテーションを実施する。外国人集住地区においては、

指定管理者による国際共生サロンでの共生推進事業をはじめ、地域の日本人

と外国人の橋渡し役となる人材の発掘・育成、地域団体と連携した笹川地区

アフタースクール事業、外国人市民向け防災啓発事業に取り組む。 

また、四日市国際交流センターや市民団体と連携し、日本語教室や生活相談

等を実施するとともに、外国人集住都市会議においては、同様の課題を抱える

都市間での情報交換を行い、法制度の改正が必要な課題については国、県、経

済界等へ提言、要望などの働きかけを行っていく。   

 

【主な事業】  多文化共生推進事業        １９,７３５千円 

 

９. 国際交流事業について 

  中国・天津市との友好都市提携３０周年を迎え、代表団の相互派遣、市民

や経済団体等との協働、共催による記念交流事業を実施する。また、姉妹都

市米国・ロングビーチ市への交換学生・教師派遣等を行う。 

 

 【主な事業】  代表団相互派遣事業         ４,４７０千円    

友好都市提携３０周年記念事業      ３,７３８千円           

         

10．あさけプラザ事業について 

   年間約３３万人の施設利用者がある当館は、開館後２５年が経過してお

り、住民が安全で安心して、また快適に利用できるようホール舞台機構（各

種幕地）の取替工事を行う。 

  広域対象の複合施設として、より多くの住民に利用していただけるよう施
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設管理及び施設運営の見直しを引き続き行う。 

  また、自主事業の見直しにより内容の充実を図るとともに、当館の積極的

なＰＲにも努める。 

 

【主な事業】 施設管理運営費          ７０,１３３千円 

        施設整備事業費           ５,５００千円 

        図書資料整備費            １,０７０千円 

        あさけプラザ運営協議会負担金    １,３００千円 
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１．目的 

「市民主体のまちづくり」を推進するため、市民が自主的に取り組む公益活動を積極
的に支援し、地域コミュニティのさらなる充実を目指す。 

 
２．主な内容 
  (1)個性あるまちづくり支援事業 

市民による先駆的な夢のある公益活動を支援することにより、市民の自主的な取組
みによる自立した地域社会づくりを推進し、活力ある四日市を創ることを目的として
助成を行う。 
 

   助成総額 ・一般枠     10,000 千円 
        ・防犯活動枠（自主防犯活動、子ども見守り活動） 

 4,000 千円 
  
  (2)まちづくり人材マッチング事業 

退職後の団塊の世代など、地域で暮らす多様な技能を持つ人材を有効活用する
ため、それら人材と地域ニーズとのマッチングを行う活動を対象に助成を行う。 
 

   助成総額  1,500 千円 
 
３．予算額  15,863 千円        （財源内訳）その他特財  100 千円 
（前年度  19,134 千円）              一般財源  15,763 千円 
 

 

耕作を通じた世代間交流 

伝統文化・伝統農法を守る会 水沢 

 

 

 

担当 市民文化部市民生活課 
       松浦・岡本 
     ℡ ３５４－８１７９ 

市民活動支援事業 
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１． 目的 

文化の力でまちに賑わいを創出するため、音楽やダンス、映像、写真、絵画、創作
等の発表や体験・交流ができる場を「文化の駅」として支援する。 
 

２． 内容 
(1)メインステーション事業                  予算額      8,100千円 
  平成２１年度に開設した「文化の駅メインステーション」に継続して助成し、
市民文化で中心市街地の活性化を図る。 

  
(2)サテライトステーション事業        予算額      2,202千円 

    当事業の趣旨に賛同し、「文化の駅メインステーション」を補完する形で文化活
動の場の提供や文化事業を行う場を「文化の駅サテライトステーション」と位置
付ける。両者の相乗効果を図ることにより、中心市街地における人の回遊性を高
め、文化の力で「にぎわい」の創出を図る。 

 
   (3)ローカルステーション事業         予算額        80千円 
       市内にある金融機関や店舗などの協力を得て、ロビーや壁面の一部を市民の創

作物などの展示等に提供してもらい、市民の人たちが日常の生活の中で創作物を
発表できたり、文化に触れたりする機会を創出する。 

 
３． 予算額 10,382千円 （財源内訳）一般財源   10,382千円 
（前年度     0千円） 
 

 
 

文化の駅推進事業 

担当 市民文化部文化国際課 
秦・小宮 

℡ ３５４－８２３９ 
メインステーション･コンサート｢商店街でｱｰﾄに触れる｣
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１． 目的 

文化・芸術が持つ力で市民やまちが元気になるよう、公共ホール音楽活性化事業およ
び市民文化祭 60 回記念として四日市にゆかりのあるミュージシャンによるコンサート
事業を開催する。 

 
２． 内容 
(1)公共ホール音楽活性化事業                       予算額  1,346千円 

実力あるクラシック音楽の演奏家による小学校でのミニコンサートを開催し、音
楽室という身近な場所で児童に本物の音楽に触れてもらう。また、小・中学生が来
場しやすい日時に設定した文化会館でのコンサートを併せて開催することにより、
事業を通して次代を担う子どもたちの豊かな感受性を醸成し、より多様で豊かな将
来の創造への一助とする。 

 
(2)四日市にゆかりのあるﾐｭｰｼﾞｼｬﾝによるｺﾝｻｰﾄ      予算額  1,735千円 

市民文化祭60回記念事業として、全国で活躍したいという夢を持ち、首都圏で活
動している本市ゆかりの若手音楽家を四日市に招聘して軽音楽のコンサートを開催
する。 
コンサート開催に当たり、当事業の趣旨である市民が元気になることができ、親
しみやすく誰もが口ずさめるような「市民の愛唱歌」を制作し、当コンサート内で
初演を行う。 
若手音楽家の活動を、特に若い世代の市民が実感し、彼らの共感を呼び起こすこ
とで、元気で魅力的なまちづくりの原動力となる事業とする。 

 
 

３． 予算額 3,081 千円 （財源内訳）その他特財  3,081 千円 
（前年度   1,520 千円）    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

歌と音楽による四日市の元気創造事業 

担当 市民文化部文化国際課 
秦・小宮 

℡ ３５４－８２３９ 
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１．目的 
  男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、個性と能
力を充分に発揮できる男女共同参画社会の実現をめざし、そのための施策を推進する。 
 
２．内容 
  男女共同参画審議会・市民さんかく会議・男女共同参画推進庁内調整会議間の連携を図
りながら、庁内外において男女共同参画プランよっかいちに掲げている男女共同参画施策
を推進する。 
男女共同参画センターにおいては、市民活動のネットワーク拠点、また市民と行政の協
働の拠点施設として、情報・学習機会の提供、団体・グループへの支援、交流の場の提供
などに取り組むとともに、男女共同参画アドバイザー（市民ボランティア）と協力し、市
民、地域団体への意識啓発を進める。 

  また、相談事業については、婦人相談員を増員し、女性のための相談業務体制の充実を
図るとともに、相談員の資質向上を目的として、スーパービジョン（相談員のための相談）
研修を引き続き実施する。 
  
①男女共同参画審議会・市民さんかく会議・男女共同参画推進庁内調整会議の運営 
②市・市民・事業者等の相互の連携・協働の強化 
③人材リストの活用による庁内審議会等女性委員の登用推進 
 ④市民グループ等との協働事業（調査研究委託、啓発講座運営委託）の実施 
⑤ワーク・ライフ・バランスの推進 
 ⑥女性のための相談事業の充実 
 

３．予算額 
 
【男女共同参画推進事業】 
予算額 1,307 千円      （財源内訳）一般財源  1,307 千円 

  （前年度 2,956 千円） 
 
【男女共同参画センター事業】 
   予算額 7,665 千円      （財源内訳） 国庫支出金  666 千円 
  （前年度 8,507 千円）          県支出金   470 千円 
                       その他    302 千円 
                       一般財源  6,227 千円 
 
 
 

男女共同参画事業 

担当 市民文化部男女共同参画課 

堀田 

℡ ３５４－８３３１ 
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１．目的 

南米日系人が多く居住する外国人集住都市として、民族や国籍が異なる市民が互い
の個性を認め合い共に暮らす「多文化共生社会」を目指す。 

 
２．内容 
 (1)外国人市民向け生活オリエンテーション       予算額   2,258 千円 
  日本で生活する上で必要な生活ルールや行政情報が十分に伝わらないために生
じる課題も多いことから、直接対面式でポルトガル語、スペイン語による説明を行
う「外国人市民向け生活オリエンテーション」を引き続き実施し、効果的な情報提
供を行う。 

平成２１年度利用実績（４月～１２月） 
・オリエンテーション利用者人数     ７４４人 
・行政窓口案内人数         ２，８９８人 
 

 (2)在住外国人共生推進事業              予算額   17,477 千円 
  多文化共生推進市民懇談会などを開催するとともに、関係機関とも協力して「四
日市市多文化共生推進プラン」の実施に取り組んでいく。 
特に、外国人集住地区である笹川において、外国人市民の日本語学習支援や地域

活動への参加・参画促進に向けた国際共生サロン事業、笹川地区アフタースクール
事業、外国人市民の中で地域の共生を進める人材の発掘・育成事業、防災啓発事業
などを地域や関係機関等と連携して実施する。 

   また、単独の自治体のみでは解決できない問題に対しては、同様の課題を持つ都
市により組織された外国人集住都市会議を通じ、国、県、経済界に対して要望・提
言などの働きかけを行っていく。 

 
３．予算額  19,735 千円       （財源内訳）一般財源    19,735 千円 
（前年度  20,322 千円） 

                    
 

 

 

 

多文化共生推進事業 

担当 市民文化部国際課 

        内田・浅野 

TEL ３５４－８１１４ 
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１．目的 

昭和 55 年（1980 年）10 月 28 日に中国・天津市と友好都市提携を結んで以来、平
成 22 年は 30 年の節目の年となる。この友好都市提携 30 周年を記念して、市民や経
済団体等の参加による交流事業を実施し、両市民の友好親善、相互理解をさらに深め
る。 

 
２．内容 
 (1)代表団相互派遣事業                予算額   4,470 千円 
  天津市からの代表団を受入れるとともに、公式訪津代表団を派遣し 30 周年の記
念式典をはじめとする記念事業を実施する。さらに友好関係を深めるための事業に
ついての協議のほか、両市友好親善への功績に対して天津市長及び前市長に特別名
誉市民章を授与する。 

 
 (2)友好都市提携 30 周年記念事業           予算額   3,738 千円 
   天津市友好交流にかかわる団体や市民による実行委員会を組織し、市民参加によ

る記念事業を両市で実施するとともに、経済団体、企業等とも連携した民間レベル
での実利的な交流事業を実施する。併せて、環境保全をテーマとした環境交流事業
についても両市において開催する。 

 
３．予算額   8,208 千円        （財源内訳）その他特財      1,582 千円      
（前年度       0 千円）                      一般財源     6,626 千円 

                    
 
 
 
 
 

 

 

天津市との友好都市提携 30 周年記念事業 

担当 市民文化部国際課 

        浅野・内田 

TEL ３５４－８１１４ 
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楠 総 合 支 所 
 
新年度予算における基本的な方針 
 楠総合支所は、合併によるサービスの低下を招かないように、住民の不安を
解消するため、また、まちづくりの拠点として設置されたものであるが、平成
21年度末をもって経過措置期間が終了し、概ね制度統一が図られることから、
これまでの部制を廃止し、市民文化部が所管する部署となり、戸籍・住民基本
台帳に関する業務をはじめ、各種相談を行う「窓口グループ」、また、地域審
議会による新市建設計画の進捗状況の管理等、まちづくりをはじめとする地域
振興業務、楠公民館を中心とした地域の社会教育業務を「まちづくりグループ」
で担っていく。  
 

１．地域活性化事業について 
  地域の特色を活かした地区住民による自主･自立のまちづくりを進めるため、
第二次経営戦略プランに位置づけた「楠歴史・文化のまちづくり計画」、都市
計画マスタープランに基づくまちづくりの基本計画である「まちづくり構想」
が、平成 21 年度末に策定されるため、今後はこの計画の実施に向けた取組の
支援を引き続き行う。また、合併協議に基づき「楠健康ふれあいフェスタ」の
支援を引き続き行う。  

 
【主な事業】 地域活動支援事業          ２，０００千円  

         地域審議会               ２４１千円  
 
２．親水空間整備事業について 
  合併協議により策定された新市建設計画に基づき、楠地区の恵まれた自然環
境を生かし、くつろぎや安らぎ空間の魅力向上を図るため鈴鹿川の伏流水を活
用し、せせらぎのあるまちを推進する水路等の基盤整備を行う。  

 
  【主な事業】 （新）親水空間整備事業      ２５，０００千円  
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１．目 的 

楠地域において実施する新市建設計画に基づく事業で、鈴鹿川の伏流水など
を活用した、せせらぎのあるまちづくりを進め、生活空間としての魅力向上を
図る。これにより、年間を通じ水路内に生息するホタルや淡水魚などの環境保
全が図られる。  
 

２．内 容 
（１） 川南地区（南五味塚・南川）では、地区内の水路を選定し既存水路

のゲ－ト設置、水路勾配の修正を行い既存の取水施設を利用し鈴鹿川
からの伏流水等を自然流下させる。  

ゲ－ト設置７か所・ゲ－ト修繕２か所・横断管布設替え１か所 
水路底張り及び水路勾配修正２か所・鈴鹿用水との接続工事１か所  

 
（２） 川北地区（北五味塚・吉崎・本郷・小倉・北一色）では、水源の確

保のため既存の取水施設の測量調査を行う。  

 本郷第一樋管の延長にかかる測量調査経費 
 

３．予算額 ２５，０００千円（財源内訳）一般財源 ２５，０００千円 
 （前年度      ０千円） 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲楠地区宝町内の桜並木と水路 

 

 

 

 

 

（新）親水空間整備事業 

担当 楠総合支所 地域課 
     堀木  
    ℡ ３９８－３１１３
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福  祉  部 
 
新年度予算における基本的な方針 
わが国の少子高齢化は、世界でも例を見ないスピードで進行している。こう

した中で国の制度では、平成２１年１２月から生活保護の母子加算が復活し、
平成２２年度からは子ども手当や父子家庭への児童扶養手当が支給されるこ
とになっている。また、今後、障害者自立支援法や後期高齢者医療制度の見直
しが予定されており、福祉制度は大きく変わることも考えられる。 
本市にあっては、こうした国の制度改正に迅速に対応していくとともに、児

童福祉にあっては、現在策定中の「次世代育成戦略プラン（後期計画）」に基
づき、引き続き特別保育、児童虐待防止等の子育て支援策を推進するほか、高
齢福祉にあっては、「第４次介護保険事業計画・第５次高齢者福祉計画」に基
づき、在宅介護の充実を図るなど要援護高齢者の支援に努める。また、障害福
祉にあっては「第２次障害者計画」や「後期障害福祉計画」に基づいて、障害
のある人の地域における自立生活を支援するとともに、「第２次地域福祉計画」
に基づいて、福祉人材の育成に努め、成年後見制度の取り組みを進める。 
 

１． 児童福祉について 
 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を図る

ため「次世代育成戦略プラン（後期計画）」に掲げる様々な子育て支援の施策
を推進する。 
具体的な施策として、多様な保育サービスを提供するため休日保育を１カ所、

特定保育を２カ所それぞれ拡充し、公立保育園のすべての保育室に空調設備を
整備して保育環境の向上を行う。 
子育て家庭への支援については、本市として第３子以降の保育料減免の対象

を拡大し、待機児童対策や夜間保育の利用促進のため、一定基準を満たす認可
外保育所を利用した場合に負担軽減を図るなどの支援を行うとともに、父親の
子育てマイスター制度を創設して男女共同での子育て環境づくりを目指す。ま
た、子育て支援センター、保育園での「あそぼう会」での相談や情報提供、遊
びの場や保護者同士の交流の場の提供を行うとともに、子育て支援拠点の整備
等について検討を行う。 
子どもの虐待防止については、未然防止、早期発見、早期対応に向けて、関

係機関とのネットワークによる定期的な会議や、ケース検討会議を開催して必
要な支援に結びつける。 
発達の遅れのある子どもへの対応については、あけぼの学園において引き続

き療育を行うとともに、今後のあけぼの学園のあり方について検討を進める。 
母子家庭の生活の安定と自立を促すため、母子生活支援施設の機能を活用し、

保育サービスを提供する。引き続き母子家庭自立支援給付金事業を実施すると



49 

ともに、母子自立支援プログラムの策定を行い、公共職業安定所（ハローワー
ク）と連携して母子家庭の就労による自立の支援を行う。 
 
【主な事業】民間保育所延長保育事業              １２８，８３５千円 

        民間保育所乳児保育促進事業              １８，８００千円 

民間保育所特定保育事業               ３２，８１８千円 

民間保育所一時保育事業               １７，３１７千円 

民間保育所休日保育事業          １２，５５２千円 

           （新）保育所空調設備整備事業         １２０，０００千円 

地域子育て支援拠点事業費補助金         ３０，３８０千円 

              認可外保育所受入支援事業          ７，８８８千円 

           （新）父親の子育てマイスター事業         １，３６５千円 

ファミリー・サポート・センター事業     ９，４７５千円 

児童虐待防止対策事業             １，０５４千円 

          母子家庭自立支援給付金事業          ４５，８３４千円 

     （新）子ども手当             ６，２４０，０００千円    

児童手当                 ４１３，７９５千円 

児童扶養手当            １，０４７，０００千円 

不妊治療医療費助成事業           ２３，２００千円 

 

２．介護保険事業・高齢者施策について 
本市の６５歳以上人口は、平成２１年１０月 1 日現在、６５，１８９人であ

り、高齢化率も２０．７％となるなど、年々高齢化が進行する中で、高齢者が
住み慣れた地域で暮し続けられる「安心と生きがいある長寿社会」を実現する
ため、第 4 次介護保険事業計画・第 5 次高齢者福祉計画に基づき高齢者施策を
推進する。 
具体的施策として、２５カ所の在宅介護支援センターに高齢者相談事業を引

き続き委託するとともに、在宅介護支援センターに併設して整備を促進してい
るショートステイ施設を活用し、在宅介護を支援する。 
また、地域の中核機関である３カ所の地域包括支援センターにおいては、

地域のケアマネジャーが抱える困難事例の相談事業、高齢者の権利擁護に関す
る事業（高齢者虐待、成年後見制度利用）などの支援を行うとともに、在宅介
護支援センターとの連携を強化し、本市特有の三層構造のサービスネットワー
クを充実させていく。 
さらに、一人暮らし高齢者の見守り支援としての訪問給食事業、家族介護の

負担軽減を目的としたおむつ支援事業、要支援、要介護状態になることや重度
化の予防･改善を図るための介護予防事業を継続するとともに、今後一層必要性
が高まる認知症高齢者支援や高齢者虐待防止事業を推進していく。 
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【主な事業】 在宅介護支援センター事業         １０８，１７４千円 

       訪問給食事業                ４８，０５０千円 

       おむつ支援事業               ７５，９７５千円 

地域包括支援センター事業         １５６，４８７千円 

介護予防事業               ２８９，０１６千円 

民間社会福祉施設等整備助成事業（高齢福祉分）８７，７９２千円 

高齢者虐待防止事業              ２，７４１千円 

 

３．障害者福祉について 
「第 2 次障害者計画」、「後期障害福祉計画」に基づき、障害のある人が地域で

安心して自立生活・社会生活を営めるよう、障害者施策を推進する。 
具体的な施策として、介護給付費、訓練等給付費のほか、自立支援医療費及

び補装具費などの自立支援給付事業について、その利用の状況や各施設の新体
系への移行の動向を把握し、安定した障害福祉サービス提供体制の整備に努め
る。 
また、地域生活支援事業については、障害のある人の地域での生活を支援す

るため、相談支援事業の強化に努めるとともに、日常生活用具等給付事業や移
動支援事業、日中一時支援事業などの充実を図る。 
 

  【主な事業】 居宅介護等事業          ２２５，６００千円 

   生活介護事業           ８８９，０００千円 

   旧法施設支援事業         ４６７，８００千円 

   自立支援医療費          ２４０，０８４千円 

   補装具費              ４６，５００千円 

   相談支援事業            ３６，１５９千円 

   日常生活用具等給付事業       ４７，２６４千円 

   移動支援事業            ２３，４６５千円 

   日中一時支援事業          １８，０００千円 

  

４．生活保護について 
  保護の状況は、平成７年（4.6‰、受給世帯 940 世帯）から毎年増加傾
向の中、一昨年末の世界同時不況の影響を受けて急増し、平成 21 年 12
月末現在で、保護率は 11.0‰、受給世帯は 2,411 世帯に達しており、生
活保護法に基づき生活困窮者に対して、最低生活を保障するとともに、
自立を助長していく。 
特に、傷病などによらず就労できない保護受給者や解雇とともに住居を

失った相談者が増加しており、雇用情勢の目立った改善がみられないこと
もあり、しばらくは増加傾向が続くものと見込まれる。このため、引き続
き生活支援専門相談員や就労支援員を配置し、きめ細かい相談と保護の適
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正実施、就労指導による保護からの自立を図っていくとともに、住宅手当
緊急特別措置事業を活用しながら、生活困窮者への適正な支援を行う。 
 

  【主な事業】 扶助費             ５，４３３，０００千円 

   法外扶助費              １５，４７５千円 

   セーフティネット支援対策等事業費   １３，８１９千円 

 



52 

 

 

 
                                                                  
                                   
１．目的 

次世代の社会を担う子ども 1 人ひとりの育ちを社会全体で支援するため、中学校
修了までの児童を対象に、「子ども手当」（一人につき月額 13,000 円）を支給する
制度を創設する。 

 
 
２．内容  
（１）市内対象児童数 約 48,000 人 
（２）所得制限は設けない。 
（３）市区町村が支払事務の主体となる。 
（４）6 月、10 月、2 月に支払う。 
（５）子ども手当の一部として、児童手当法に基づく児童手当を支給する仕組みとし、

児童手当分については、児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用
を負担し、それ以外の費用については、全額を国庫が負担する。 

 
   
３．予算額   

子ども手当     6,240,000 千円    (財源内訳) 国庫支出金 4,861,860 千円 
        （前年度    0 千円）              県支出金    689,070 千円 
                                            一般財源   689,070 千円 
 
給付事務費     18,965 千円   （財源内訳）一般財源    18,965 千円 

        （前年度   0 千円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新）子ども手当 

 担当 福祉部 福祉総務課 
    上村 
 ℡  ３５４－８１６３ 
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【参考】「子ども手当」と「児童手当」の制度比較 

  子ども手当制度 児童手当制度〔現行〕 

支給対象となる子 中学校修了までの児童（約 48,000人） 小学校修了までの児童（約 32,600人） 

受給者 
児童を監護し、生計を同じくする父又
は母など 

同 左 

所得制限 な し あ り 

手当の額(月額) 一人当たり 13,000円【平成22年度】 

・ ３歳未満の児童一律 10,000円 
・ ３歳以上の児童 

第１子    5,000円 
第２子  5,000円 
第３子  10,000円 

支給月 
６月、１０月、２月 
＊平成22年6月に平成22年4月、5月分
の2カ月分を支給（見込） 

同左 
＊平成22年6月に平成22年2月、3月分の
2カ月分を支給 

予算 
（平成21年度当初） 

－ 

 2,465,570 千円  
  （平成21年2月～平成22年1月） 
   財源  国   1,163,898  千円 
              県     650,834 千円 
              市    650,838 千円 

予算 
（平成22年度（案）） 

 6,240,000 千円 
 （平成22年4月～平成23年１月分） 
    財源  国 4,861,860 千円 
                 県   689,070 千円 
               市  689,070 千円 

   413,795 千円 
   （平成22年2月、3月分）  
    財源  国   195,693 千円 
           県   109,049 千円 
               市  109,053 千円 

施行見込 平成２２年４月（初回支給は６月）   

その他 
受給資格者の意志により、支給市町村
へ寄附出来る 

寄附制度なし 

「子ども手当」制度のイメージ 

※ 児童手当分についても所得制限を廃止。 
児童手当分は 5 千円または 1 万円。 

      部分の県、市負担増分は、地方特例交付金により措置。 
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１．目的 
  一人親家庭への自立支援策の拡充を図るため、これまでの支給対象に加え、父子
家庭に児童扶養手当を支給する。 
 
 
 
２．内容  

母子家庭に支給を行っていた従来の児童扶養手当に加え、生活の安定と児童の
福祉の増進を図るために、父親のみで児童を養育している父子家庭についても、
児童扶養手当の支給を行う。（平成 22 年 8 月施行、12 月支払） 
 
   
   
３．予算額   

児童扶養手当 1,047,000 千円 (財源内訳) 国庫支出金 349,000 千円 
  （前年度   1,007,700 千円）      一般財源 698,000 千円 
 

  
   
４．その他 
  【参考】手当支給額（月額） ※手当額は改訂されることがあります。 

児童 1人の場合     41,720 円（所得に応じ一部又は全部を支給停止） 
児童 2人以上の加算額  2 人目 5,000 円、3人目以降 3,000 円 
 
 
 
 
 
 
 

児童扶養手当 

 担当 福祉部 福祉総務課 
    上村 
 ℡  ３５４－８１６３ 
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１．目的 
少子高齢化社会を迎え、将来を担う子どもの減少は、さまざまな分野に大きな影
響を及ぼすことになる。 
子育て世代が「子どもを産み、育てやすい」環境整備の一環として、第３子以降
の保育料の無料化枠を拡大することで、子育て家庭を支援する。 
 
２．内容 
  保育料減免の拡大（第３子以降の保育料無料化枠の拡大） 
  第３子以降の保育料無料化の対象児童を、現行の「就学前児童のうち第３子以降
の入園児童」から、「小学校６年生までの児童のうち第３子以降の入園児童」に拡
大する。 
  
【例示】     

現  行  改 正 後  

対象外 

児童 
対象児童  対象児童 

区分 

小学生 
就 学 前 

（保育所等在園児） 
 小学生 

就 学 前 

（保育所等在園児） 

小学生

1人、就

学前 2

人の場

合 

 

 ● 

 

 

 

 ●   ○ 

第 1 子 第 2 子 

 

 

 ● 

第 1 子 

 

  ●    ◎ 

第 2 子   第 3 子 

小学生

2人、就

学前 1

人の場

合 

 ● ● 

 

 ●   

第 1 子 
 

 

 ●    ● 

第 1 子 第 2 子 

 

  ◎ 

 第 3 子 

※ ◎は今回の制度改正による減免対象、○は半額減免対象、●は減免対象外 
 
３．所要額    
   保育所負担金  ▲９１，０００千円 
 

 

（新）第３子以降の保育料減免の拡充 

担当 福祉部 児童福祉課 
    横山 
    ℡ ３５４－８１７３ 
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１．目的 
  「四日市市次世代育成戦略プラン」に基づき、多様な保育サービスのより一層の充
実を行い、子どもを「生み」「育てる」ためのより良い環境づくりを目指す。 
 
 
２．内容 
（１）休日保育実施施設の拡充 
    三重保育園 
   （平成２１年度は１園、平成２２年度から２園となる）  
 
（２）特定保育実施施設の拡充 
    みのり保育所、かわしま保育園 
   （平成２１年度は１２園、平成２２年度から１４園となる） 
 
３．予算額 
（１）休日保育 １２，５５２千円 （財源内訳）  県支出金   １，８８９千円 
    （前年度１２，５５２千円）        その他      ７７７千円 
                         一般財源   ９，８８６千円 
 
（２）特定保育 ３２，８１８千円  （財源内訳） 県支出金   ４，５００千円 
    （前年度２８，００４千円）        そ の 他   ７，３６６千円 
                         一般財源  ２０，９５２千円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 福祉部 児童福祉課 
    伊藤 
    ℡ ３５４－８１７３ 

特別保育事業の充実 
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１．目的 
  女性の社会進出などにより低年齢児を中心とした保育需要が増加傾向にあり、認可
保育所の開所時間を超える夜間の保育もニーズがあることから、一定の基準を満たし、
待機児童等の受入を行う認可外保育所への助成を拡充するとともに、利用者の保育料
の一部助成を行うことにより、待機児童や夜間保育の利用促進と利用者の負担軽減を
図る。 
 
 
２．内容 
（１）施設補助の拡充 
    現行の昼間の児童受入れに伴う補助に加え、認可保育所の開所時間外（２０時

以降）の児童受入れに伴う運営費を補助する。 
 
（２）施設利用者への助成（新設） 

認可保育所への入所要件を満たす児童が、三重県の認可外保育施設指導監査基
準を満たす認可外保育所で保育を受ける場合、認可保育所入所時の保育料と認可
外保育所利用料の差額（限度額１０，０００円）を助成する。 

 
 
３．予算額 
（１）施設補助  ５，４２８千円  （財源内訳） 県支出金   ２，２２７千円 
    （前年度 ４，３６４千円）        一般財源   ３，２０１千円 
 
（２）利用者助成 ２，４６０千円  （財源内訳） 一般財源   ２，４６０千円 
    （前年度     ０千円）        
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 福祉部 児童福祉課 
    伊藤 
    ℡ ３５４－８１７３ 

認可外保育所受入支援事業 
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１．目的 
  子育てに興味のある父親を対象に、子育てに関する講座を開講し、修了者を「父親
の子育てマイスター」に認定する。また、修了者相互の交流の場と地域における活動
の場の提供を行うことで、男女共同での子育てのための環境づくりを目指す。 
 
 
２．内容 
（１）募集人員   ２０名程度 
 
（２）講座の内容  年６回 

・子育て、健康、食育、男女共同参画、ワークライフバランスに関する講座 
・月１回程度 
・受講者同士の意見交換やレポートの作成を行う。 

 
（３）実践        

子育て支援センターや地域でイベント等の相談活動などを行ってもらう。 
 

 
 
３．予算額  １，３６５千円    （財源内訳） 一般財源   １，３６５千円 
   （前年度    ０千円） 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 福祉部 児童福祉課 
    伊藤 
    ℡ ３５４－８１７３ 

（新）父親の子育てマイスター事業費 
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１．目的 
  家庭では空調機器の行き届いた環境に慣れた園児も多く、夏季に適温で保育で
きるよう、未設置の保育室へ空調設備を整備して保育環境の改善を図る。 
 
 
２．内容 
 
既に空調設備が整っている乳児室（０～１歳児）を除いた２歳児から５歳児
の保育室のうち空調機器が未設置の９６室の整備を行う。 

 
 ０歳 1歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 
 設置済 ９ ２１ １１ ２ ３ ４ ５０ 
未設置 ０ ０ １６ ３４ ２４ ２２ ９６ 

 
 

 
３．予算額 １２０，０００千円  （財源内訳）一般財源 １２０，０００千円 
   （前年度     ０千円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 福祉部 児童福祉課 
   伊藤 

℡ ３５４－８１７３ 

（新）保育所空調設備整備事業 
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１．目的 
  東海地震、東南海・南海地震等の大規模地震から生命や財産を守るため、保育
所の耐震化を推進する。 
 
 
 
２．内容 
（１）公立保育所整備事業 

平成 21年度に耐震補強工事設計を実施した保々、大矢知、くす北保育園の耐
震化工事。 

 
（２）民間保育所整備事業 

浜田、あがたが丘の耐震補強工事整備補助及び大谷台保育園大規模改築補助。 
 
 
 
３．予算額 ２５４，７００千円 （財源内訳） 県支出金 １２５，０３４千円 
     （前年度   ０千円）       一般財源 １２９，６６６千円 
 
  内訳 
（１）保育所整備事業 
       ７４，０００千円 （財源内訳） 県支出金   ５，２６９千円 
     （前年度   ０千円）       一般財源  ６８，７３１千円 
 
（２）民間保育所整備事業     
      １８０，７００千円 （財源内訳） 県支出金 １１９，７６５千円 
     （前年度   ０千円）       一般財源  ６０，９３５千円 
 
 
 

担当 福祉部 児童福祉課 
   伊藤 

℡ ３５４－８１７３ 
 

保育所耐震化推進事業 
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１．目的 

障害のある人が、地域で安心して自立した日常生活や社会生活を営むことができる
よう、障害のある人や家族等からの相談に応じ、必要な支援を行う。 

 
２．内容                                    
専門性の高い相談支援事業を社会福祉法人等に委託して実施する。 
また、相談支援事業者と関係機関の調整の場として設置した四日市障害保健福祉
圏域自立支援協議会において、地域における障害福祉サービス提供システムの充実
を検討していくとともに、相談体制のさらなる充実を図る。 
 
身体障害：障害者自立生活支援センターかがやき（１市３町より委託） 
     （社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会） 
知的障害：聖母の家「陽だまり」（三重県・１市３町より委託） 
     （社会福祉法人 聖母の家）      
精神障害：ソシオ（三重県・１市３町より委託） 
     （医療法人 居仁会） 
     ＨＡＮＡ（三重県・１市３町より委託） 
     （社会福祉法人 四季の里） 
その他、国又は三重県からの委託事業 

障害者就業・生活支援センター「プラウ」（国・三重県より委託） 
     （社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会） 
     発達障害者相談：あさけ学園（三重県より委託） 
     （社会福祉法人 檜の里） 
 
※四日市障害保健福祉圏域自立支援協議会 
  1 市３町及び相談支援事業者等で構成しており、障害当事者、障害施設関係者
等の参画を得て、雇用部会・知的障害部会・精神障害部会を設置し、障害福祉
サービスのあり方等について協議を行っている。 

 ３．予算額 ３６，１５９千円     （財源内訳）国庫支出金 ９，０３９千円 
（前年度 ３６，３０８千円）          県支出金  ４，５１９千円 

                         一般財源 ２２，６０１千円 
           
 

担当 福祉部 障害福祉課 
   水谷 
   ℡ ３５４－８５２７ 

障害者相談支援事業費 
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１．目的 
特別養護老人ホームの整備を推進するため、四日市市民間社会福祉施設等施設整
備費補助金交付要綱に基づき、施設建設費の一部を補助し、高齢者福祉の増進を図
る。 
 
２．内容 
（１）施設名    特別養護老人ホーム「アリビオ」 
（２）設置・運営  社会福祉法人 風薫会 
（３）予定地    四日市市大字塩浜１４９－１ 
（４）規模・構造  ２，８６２㎡ 

  鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）４階建 
（５）定員     特別養護老人ホーム ５０床 
          ショートステイ   １０床 
（６）開設予定   平成２２年４月 
（７）総事業費   ６９９，４９０千円 
（８）県補助金額  １６８，７５０千円 
（９）市補助金額   ２１，０９３千円 
（10）交付方法   平成２２年度に一括交付 
 
３．予算額 ２１，０９３千円    （財源内訳） 一般財源 ２１，０９３千円 
  （前年度     ０千円） 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新）特別養護老人ホーム建設費補助金 

担当 福祉部 介護・高齢福祉課 
    森 
   ℡ ３５４－８４２５ 
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健  康  部 

 
新年度予算における基本的な方針 
本市は平成２０年度に保健所政令市に移行し、保健事業と健康危機管理事業

とを一体として行えることとなった。また、平成２１年９月には保健所の事務
部門を総合会館に移設し機能を一元化した。さらに、食の安全監視の管理強化
のために検査部門と合わせて食品衛生検査所を設置した。これにより、保健所
内の連携が充実しより市民の視点に立ったサービスの提供、危機管理部門をは
じめとした他部局との機能的な連携が行えるようになった。 
市民の健康を取り巻く環境は新型インフルエンザの発生、子育てやこころに

関する諸問題等極めて厳しい状況にある。健康部はこれらの対策に関して、中
心的役割を担うべきと認識して、それを踏まえて平成２１年度に平成２２年度
から平成２４年度の３年間の健康づくり計画を策定した。計画は、全事業を「子
育て」、「健康づくり」、「安全安心」の三分野に分類し、体系化し目標数値を置
いたものである。平成２２年度は計画の新年度であり、各事業について目標・
目的を明確にして実施していく。 
 
１．医療事業について 
保健所政令市となり、保健・医療・福祉の総合的・一体的な施策の展開が可

能となったことにより、地域完結型医療を目指し、平成２０年度より関係機関
とともに地域医療体制の検討委員会を設置し、平成２１年３月には、中間報告
を取りまとめた。さらに、平成２１年度には、精神保健、救急医療分野も含め
て検討委員会を拡大し「脳卒在宅中医療推進部会」、「緩和ケア推進部会」の２
部会を設置し、より具体的な課題解決の検討を行った。関係機関相互の情報共
有や医療と福祉の連携に努め、年度末には、２年間の検討結果を報告書にまと
める予定である。 
   さらに、平成２２年度においては、救急医療等の検討も進め、また医師に
対する緩和ケア研修会を実施するとともに、四日市市の在宅医療への取り組み
について市民への周知に努めていく。 
また、医療法等関係法令に基づき、医療の安全確保のために、医療機関等に

対して立入検査を行い、法令等に関する検査、医療安全管理のための指針等の
確認並びに指導を実施し、それを市民に情報を還元することにより、市民が安
心して医療機関に受診できる基盤の確保に努める。 
   【主な事業】 地域医療推進事業費          １，２４７千円 

医療法等施行事務費            ４０７千円 

 

２．保健事業について 
母子保健事業は、育児不安が高い生後４か月までの全戸訪問を通じて子育て

支援を行うとともに、乳幼児健診の受診率を向上させるような啓発と育児不安、
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発達障害、虐待等の早期発見に努める。また、子どものときからの健康づくり
のため、食育や歯科保健にも取り組んでいく。 
成人保健事業では、死亡原因１位の悪性新生物（がん）の早期発見のため、

がん検診の受診率を向上させる。特に他のがんに比べ５０歳未満の死亡率が１
０％を超える乳がん、子宮がんに対して重点的に取り組む。 
市民健康づくり推進事業は、健康づくりに主体的に取り組む市民を増やすた

め、健康ボランティア養成数を増やしボランティアの組織化を支援する。また、
職域との連携の強化、地域で健康づくりに取り組む団体との連携を図ることで
市内全域での健康づくりの推進を行う。 

【主な事業】 こんにちは赤ちゃん訪問事業      ８, ３８９千円 

       検診事業             ２５５，９２０千円 

    女性特有のがん検診推進事業     ３６，２４１千円 

妊産婦乳幼児健康診査事業       ２８３，５７１千円 

             市民健康づくり推進事業        ６，７９８千円 

予防接種事業             ４５３，６４４千円 

 

 

３．保健予防事業について 
感染症の予防啓発や情報提供を行うとともに、発生時には法に基づき患者の
人権を尊重し迅速かつ的確な対応を行い、感染症のまん延を防止する。 
エイズ対策事業については、エイズ相談やＨＩＶ抗体検査を毎週水曜日に実
施し、早期治療、二次感染の防止に努めるとともに、患者の偏見の解消を図る
ため、エイズや性感染症に対する正しい知識の普及啓発を行う。 
また、結核対策事業では、患者管理の徹底、接触者検診の実施により、再発

防止、早期発見により、まん延を防止する。なお、新型インフルエンザ対策事
業については、広報、ホームページ等により情報提供を行う。 
精神障害者保健相談指導事業では、患者の自立、社会参加の促進を図るため
相談や訪問指導、普及啓発活動を実施する。また、社会問題化している精神保
健（自殺、幼児虐待、認知症等）においては、専門的な立場からの初期対応の
充実を図るために平成２１年９月に窓口を集約化し開設した「こころの相談窓
口」がより機能するように努める。 
精神保健措置事業では、自傷他害のおそれがあり緊急に医療及び保護が必要な
精神障害者に対して、法に基づき患者の人権を尊重した措置を講じる。 

【主な事業】 防疫対策事業                ２，９９８千円 

             感染症原因分析事業          ２，３１３千円 

エイズ等対策事業            ２，９６５千円 

結核対策事業             ２，３２４千円 

結核医療費               １５，０５６千円 

 精神障害者保健相談指導事業      ２，０１６千円 
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             精神保健措置事業                 １８０千円 

 
４．衛生指導事業について 
  食の安全安心対策については、食品衛生法に基づき、食品等（添加物、器
具および包装容器を含む）の生産、製造加工、輸入、流通、販売などの一連
の行程を対象とした監視指導や食品収去検査を実施するとともに、食品事業
者に自主衛生管理を推進し、食の安全安心を確保する。 

  薬事関係対策については、薬事法に基づき、薬局、店舗販売業への監視指
導を行うことにより、医薬品、医薬部外品等を販売する上での品質・安全性
を確保し、市民の保健衛生上の危害を未然に防止する。    
毒物及び劇物においても、適正な取扱いや販売がなされるように監視指導

を行う。 
  動物愛護管理対策については、狂犬病予防法や動物の愛護及び管理に関す
る法律に基づき、飼い主不明犬の保護抑留などを行うとともに、適正な飼い
方の指導や助言を行う。子犬や成犬の譲渡事業や飼い方教室等を行うことに
より、適切な飼い方などの普及を行う。 

  さらに、動物取扱業者への監視指導を行うことにより、動物の健康及び安
全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止する。 

  また、平成２２年度に、生活環境課から畜犬登録にかかる事務の引継ぎを
行う。 

    【主な事業】  食品衛生監視指導事業費        ４，７３６千円 

                薬事審査監視指導事業費           １，８２５千円 

             小動物管理費                   ２７，３２８千円 

 

５．食品衛生検査事業について 
  食品衛生検査所は平成２１年９月２４日食肉衛生検査所と保健医療課保健
衛生検査室とを統合し、新しく発足した。今後は効率的な事業運営とともに、
検査機器類の併用、試薬・培地の共用なども進め、精度、迅速性の向上に努
める。 

  「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により規定
されている感染症に対し、感染疑いのある人の微生物保有検査または感染者
の家族・接触者等の微生物保有検査を実施し、感染症発生の予防及び蔓延防
止に努める。また、ＨＩＶ抗体検査を実施し、ＨＩＶによる二次感染の防止
に努める。 

  安全な食肉・食品を提供するため、「と畜場法」や「食品衛生法」に基づき、
と畜検査や流通している食品を収去検査し、食中毒発生時には正確な検査で
被害の拡大を防止している。又、検査機器の整備とともに職員の技術・知識
の向上に努める。 

    【主な事業】 食品衛生検査所管理運営        １，９４５千円 
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           感染症対策事業費           ４，１４０千円 

           食の安全安心対策事業費       ２３，０９０千円 

 

６．国民健康保険事業について 
国民健康保険事業については、医療制度改革により、平成２０年度から保

険者に義務付けられた新たな生活習慣病対策としての「特定健康診査」と「特
定保健指導」について、受診率・実施率の向上に取り組むとともに、これま
での「がん検診」「脳ドック」「歯科検診」の補助事業を継続し、医療費抑制
を図る。平成２２年度に設置される収納推進課と連携し、市民に対しきめ細
やかで丁寧な収納業務を行うことにより、累積滞納額の削減を図る。さらに、
保険料の収納率と納付者の利便性の向上を目指して、平成２１年度から軽自
動車税とともに実施したコンビニ収納の普及拡大に努める。 

 

    【主な事業】 保険給付費         １９，９１４，１０６千円 

           保健事業費            ３２８，５８７千円 

           保険料収入          ８，４４７，４２８千円 
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１．目的 
急速な少子化、高齢化が進展する中、市民誰もが安心して、心豊かに生活できるま
ちづくりが求められている。本市においては、平成２０年 4月に保健所政令市となっ
たことで、保健・医療・福祉の総合的・一体的な施策の展開が可能となり、在宅医療
を中心とした地域医療の取り組みについて、安心の地域医療検討委員会を中心に検討
を行ってきた。平成２２年度は検討の中から明らかとなった課題解決に向けた体制づ
くりに努めていく。 
 
 
２．内容 
 安心の地域医療検討委員会での検討結果を踏まえ、本市の社会資源を活用し、市民
誰もが安心して保健、医療、福祉のサービスを切れ目なく適切に受けることができる
体制の構築を目指し、市民に対する周知啓発の講演会、医療関係者の知識向上を目指
した研修会の開催を行う。 
 
 
３．予算額  １，２４７千円  （財源内訳）  その他特財    ６７千円 
（前年度   １，３３７千円）         一般財源  １，１８０千円 
 

 

 

 

 

 

 

地域医療推進事業 

担当 健康部 健康総務課 
岡本、田中 

   ℡ ３５４－８２８１ 
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１．目的 
  本市に住所を有する、乳児がいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、地
域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。 
 
 
２．内容 
生後 4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報を提
供するとともに育児等に関する不安や悩みを傾聴し、親子の心身の状況や養育環境等
を把握する。訪問の結果により、支援が必要な家庭について適切なサービスの提供に
つなげる。 
    
         
３．予算額  ８，３８９千円   （財源内訳） 国庫支出金  ４，１９４千円       
  （前年度 ７，８５２千円）         一般財源   ４，１９５千円 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 健康部 健康づくり課 
長谷川  

   ℡ ３５４－８１８７ 

こんにちは赤ちゃん訪問事業 
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１．目的 
がん検診おいて、特定の年齢に達した女性に対し、子宮頚がん検診及び乳がん検診
に関する検診手帳等を送付し、女性特有のがんにおける受診促進を図るとともに、が
んに関する知識の普及及び啓発を行いがんの早期発見を促す。 
 
 

２．内容 
下記に定める対象者のがん検診費用が無料となるがん検診クーポン券、検診手帳、
受診案内を一括して送付し、がん検診を受診するために必要な費用を補助する。 
 
 子宮頚がん検診 対象者  ２０，２５，３０，３５，４０歳 
 乳がん検診   対象者  ４０，４５，５０，５５，６０歳  
 
 
３．予算額 ３６，２４１千円  （財源内訳）  国庫支出金   ８，８３５千円 
（前年度      ０千円）         一般財源   ２７，４０６千円 
 

女性特有のがん検診推進事業 

担当 健康部健康づくり課 
     上原 
    ℡ ３５４－８２８２ 
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感染症予防対策事業 

 
 
１．目的 
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）」
に基づき、感染予防のための知識の普及、情報提供を行うとともに、発生時に
は患者の人権を尊重し、迅速かつ的確な対応を行い感染症のまん延を防止する。 
 

２．内容 
（１）感染症対策事業（５，３１１千円） 
（防疫対策事業２，９９８千円  感染症原因分析事業２，３１３千円） 
感染症発生時には、法に基づき患者の人権を尊重しつつ、迅速かつ的確に対
応を図る。また、感染症の感染予防、まん延防止のため、感染症の発生動向の
情報を収集、解析し、市民・医療機関等へ情報提供を行う。なお、新型インフ
ルエンザ対策については、広報、ホームページ、出前講座等を活用し市民への
的確な情報提供を行う。 

（２）エイズ等対策事業（２，９６５千円） 
エイズのまん延防止及び患者の偏見の解消を図るため、正しい知識の普及

啓発を行うとともに、電話・面接によるエイズ相談やＨＩＶ抗体検査を毎週
水曜日に実施し、早期発見・早期治療による二次感染防止を図る。 

（３）結核対策事業（１７，３８０千円） 
（結核対策事業２，３２４千円 結核医療費１５，０５６千円） 
服薬困難な患者への服薬継続支援（ＤＯＴＳ）を行うとともに、患者管理

の徹底、接触者検診の実施など、早期発見、早期治療による発病の予防及び
結核のまん延防止を行う。 
 

３．予算額 ２５，６５６千円 （財源内訳）国庫支出金１５，２７３千円 
（前年度 ３３，９３２千円）      一般財源 １０，３８３千円  
 
 

 
                                           
                                         

担当：健康部 保健予防課 
      吉澤 
    ℡ ３５２－０５９４ 
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精神保健対策事業 

 
 

１．目的 
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（精神保健福祉法）」に基づき、
適切な対応を図るとともに、患者の自立、社会参加の促進や精神障害への理解
を深めるための普及啓発活動を行う。 
 
 

２．内容 
（１）精神保健対策事業（２，０１６千円） 

社会問題化している精神保健対策として、平成２１年９月に窓口を集約化し
開設した「こころの相談窓口」がより機能するように努め、総合的かつ専門的
な立場からの初期対応の充実を図る。また、精神保健の向上及び精神障害への
理解を深めるための普及啓発活動を行うとともに、医師等による相談、訪問指
導を実施し、社会復帰・社会参加を促進する。なお、自殺対策やアルコール依
存症への取り組みについても庁内関係各部や関係機関と連携し多角的に行う。 

（２）精神保健措置事業（１８０千円） 
自傷他害のおそれがあり、緊急に医療及び保護が必要な精神障害者に対して、

精神保健福祉法に基づき患者の人権を尊重した措置を講じる。 
         
 

３．予算額  ２，１９６千円  （財源内訳）県支出金   ３１７千円 
（前年度  ３，７４５千円）       一般財源  １，８７９千円 
 
 
 
 
 
 
                 

担当：健康部 保健予防課 
       勝田 
    ℡ ３５２－０５９６ 
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１．目的 
食品関係事業者に対して監視指導を行い、食品衛生管理を向上させ、食品による健
康被害を未然に防止する。 
また、市内に流通する食品について食品衛生法に基づく検査を行い、違反・不良食
品を排除し、安全な食品の流通を確保する。 
 
２．内容 
（１）食品衛生監視指導事業 （４，７３６千円） 
  「四日市市食品衛生監視計画」に基づき、食品の生産から販売に至る食品供給行程
の各段階における衛生確保のために、監視指導を行う。 

   重点監視項目としては、全国的にも増加傾向にあるカンピロバクターによる食中
毒の原因となりやすい店舗等の監視指導及び冬期に多発するノロウィルスによる食
中毒で、大規模な患者発生につながる社会福祉施設等の監視指導を強化する。 

   また、食品表示は消費者と食品をつなぐ重要な情報源であることから、事業者が
適正な表示ができるよう指導を行うとともに、自主的な衛生管理を促進させるため
に、ＨＡＣＣＰ(高度自主衛生管理手法)の普及を積極的に推進する。 

（２）食品検査事業 （８，０００千円） 
生産、製造、加工又は販売される食品等について、食品衛生法に定める規格基準
等に適合しているかを検査(食品添加物等の理化学検査)し、違反・不良食品等を排
除することにより、市民の健康被害を未然に防止する。 

 
３．予算額  １２，７３６千円   （財源内訳）その他特財 １２，７３６千円 
（前年度  １７，３５４千円） 
 

 

食の安全安心対策事業（監視部門） 

担当 健康部 衛生指導課 
   市川、稲垣 
   ℡ ３５２－０５９２ 
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１．目的 
  近年食品の偽装や有害物質の残留等の問題が報道される中、食品・食肉の
安全安心が叫ばれている。食品衛生検査所は「と畜場法」や「食品衛生法」
に基づく検査を確実に実施することにより安全な食品・食肉を消費者に提供
していく。  

 
 
２．内容 
  安全な食肉を提供するためＢＳＥ検査、残留有害物質検査等を行う。  
又、流通過程の食品を収去検査し食品の安全を図っていく。  

 
 
３．予算額 ２３，０９０千円 （財源内訳）国庫支出金  ３，０３４千円  
 （前年度  ７，４３３千円）      その他特財 １２，４０４千円  
                     一般財源   ７，６５２千円  
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 

食の安全安心対策事業（検査部門）

担当 健康部 食品衛生検査所  
   広瀬、岡本  
   TEL   ３５２－０７８５  
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１．目的 
  国民健康保険の保健事業として、生活習慣病の発症の原因とされるメタボリック
シンドローム（内蔵脂肪型肥満）に着目した特定健康診査を行うことにより、早期
に該当者及び予備群を発見する。 
その後に特定保健指導を実施し、生活習慣を変えることにより重症化、重度化を

防ぎ、健康の維持・増進を図るとともに医療費の抑制を図る。 
 
 
２．内容 

平成２０年度から医療保険者に義務づけられた特定健康診査等事業について、四
日市市国民健康保険に加入している４０歳～７４歳の人を対象に特定健康診査を
引き続き行い、リスク要因の高い人には、特定保健指導（動機付け支援又は積極的
支援）を行う。 
平成２２年度は、特定健康診査等事業の趣旨及び重要性について、さらなる周知

を図るとともに実施機関との連携を図りながら、受診率を向上させることに努めて
いく。 

 
 
３．予算額 ２８４，０１４千円  （財源内訳） 国庫支出金 ４０，９６０千円 
 （前年度 ３１９，８７６千円）        県支出金  ４０，９６０千円 

その他  １６１，１３４千円 
一般財源  ４０，９６０千円 
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